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確認文書

内容及び手続の説

明及び同意

（第９条）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等

心身の状況等の把

握

（第１６条）

○　利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか

○　他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか

◇　アセスメント記録

◇　ケース記録等

サービスの提供の

記録

（第１９条）

○　サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

     分かる記録

居宅介護
個別サービスの質に関する事項

確認項目

居宅介護計画の作

成等

（第２６条）

○　利用者又は障害児の保護者の状況・意向を踏まえたアセスメントを実施し、具

　体的なサービス内容を記載した居宅介護計画を作成しているか

○　居宅介護計画の作成時に、利用者及び同居家族へ内容を説明し、利用者等及び

　指定計画相談支援等の関係者へ交付しているか

○　居宅介護計画の実施状況を把握（モニタリング）し、必要に応じて見直しを行

　っているか

○　居宅介護計画を変更した場合、作成時と同様にアセスメント、説明及び交付を

　行っているか

◇　居宅介護計画

◇　アセスメント記録

◇　モニタリング記録

◇　説明・交付記録

◇　計画変更記録等

身体拘束等の禁止

（第３５条の２）

○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に関す

     る記録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための委員会

　　議事録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための指針

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類
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確認文書

従業者の員数

（第５条第１項）

○　従業者の員数が、常勤換算方法により2.5以上となっているか

○　常勤換算方法による員数の算定が適切に行われているか

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

     カード）

◇　勤務体制一覧表

◇　従業者の資格証

管理者

（第６条）

○　専ら当該事業所の職務に従事する常勤の管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

受給資格の確認

（第１４条）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

緊急時等の対応

（第２８条）

○　利用者の病状の急変時等に、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　必要に応じてその他必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マニュ

　　アル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応記録

サービス提供責任

者

（第５条第２項）

○　サービス提供責任者を、事業の規模に応じて１人以上配置しているか

○　サービス提供責任者が常勤であり、専ら指定居宅介護の職務に従事しているか

◇　サービス提供責任

　　者の勤務形態が分

　　かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

◇　従業者の資格証

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
確認項目

利用者負担額等の

受領

（第２１条）

○　指定居宅介護の提供に当たり、利用者負担額を徴収しているか

○　法定代理受領を行わない場合、サービス費用の全額（基準額）を徴収している

　か

○　通常の事業の実施地域外でサービス提供を行う場合、利用者の選定に基づき、

　交通費を徴収しているか

○　上記の費用を徴収した場合、領収証を交付しているか

○　交通費を徴収する場合、事前にサービス内容及び費用を説明し、同意を得てい

　るか

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書
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情報の提供等

（第３７条）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

運営規程

（第３１条）

○　運営規程を定めているか

○　下記の事項を運営規程に定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種・員数・職務の内容

　　③営業日及び営業時間

　　④指定居宅介護の内容及び受領する費用の種類・額

　　⑤通常の事業の実施地域

　　⑥緊急時等における対応方法

　　⑦主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑧虐待防止のための措置に関する事項

　　⑨その他運営に関する重要事項

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

      況が分かる書類

勤務体制の確保等

（第３３条）

○　事業所ごとに従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか

○　従業者の資質向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じているか

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類

業務継続計画の策

定等

（第３３条の２）

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

秘密保持等

（第３６条）

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書
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事故発生時の対応

（第４０条）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

      ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

      録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第４０条の２）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

苦情解決

（第３９条）

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　（苦情受付体制の

　　記載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録
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確認文書

内容及び手続の説

明及び同意

（第４３条第１項）

（第９条を準用）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等

心身の状況等の把

握

（第４３条第１項）

（第１６条を準用）

○　利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか

○　他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか

◇　アセスメント記録

◇　ケース記録等

サービスの提供の

記録

（第４３条第１項）

（第１９条を準用）

○　サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録

重度訪問介護
個別サービスの質に関する事項

確認項目

重度訪問介護計画

の作成等

（第４３条第１項）

（第２６条を準用）

○　サービス提供責任者が、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び

　希望等を踏まえ、具体的なサービスの内容等を記載した重度訪問介護計画を作成

　しているか

○　重度訪問介護計画を作成した際、利用者及びその同居の家族にその内容を説明

　するとともに、当該計画を利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事

　業者等に交付しているか

○　重度訪問介護計画の実施状況を把握し、必要に応じて見直しを行っているか

○　重度訪問介護計画を変更する場合に、作成時と同様の手続を行っているか

◇　重度訪問介護計画

◇　アセスメント記録

◇　モニタリング記録

◇　説明・交付記録

◇　計画変更記録等
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身体拘束等の禁止

（第４３条第１項）

（第３５条の２を準

用）

○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に関す

　　る記録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための委員会

　　議事録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための指針

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類
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確認文書

管理者

（第７条）

（第６条を準用）

○　専ら当該事業所の職務に従事する常勤の管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

受給資格の確認

（第４３条第１項）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

従業者の員数

（第７条）

（第５条第１項を準

用）

○　従業者の員数が常勤換算方法で2.5以上となっているか

○　勤務体制及び兼務の状況が適切か

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

◇　従業者の資格証

◇　常勤換算表

◇　雇用契約書又は

　　勤務条件通知書

◇　兼務関係書類（辞

　　令、組織図等）

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
確認項目

サービス提供責任

者

（第７条）

（第５条第２項を準

用）

○　サービス提供責任者を、事業の規模に応じて１人以上配置しているか

○　サービス提供責任者が常勤であり、専ら指定居宅介護の職務に従事しているか

◇　サービス提供責任

　　者の勤務形態が分

　　かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

◇　従業者の資格証
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緊急時等の対応

（第４３条第１項）

（第２８条を準用）

○　利用者の病状の急変時等に、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　必要に応じてその他必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マニュ

　　アル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応記録

利用者負担額等の

受領

（第４３条第１項）

（第２１条を準用）

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　通常の事業の実施地域以外でサービスを提供する場合、交通費を徴収している

　か（利用者の選定による場合に限る）

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　交通費を徴収する場合、あらかじめサービス内容及び費用について説明し、同

　意を得ているか

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

      同意書等

運営規程

（第４３条第１項）

（第３１条を準用）

○　運営規程を定めているか。

○　運営規程に、次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③営業日及び営業時間

　　④指定重度訪問介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

　　⑤通常の事業の実施地域

　　⑥緊急時等における対応方法

　　⑦主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑧虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑨その他運営に関する重要事項

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類

勤務体制の確保等

（第４３条第１項）

（第３３条を準用）

○　事業所ごとに従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか

○　従業者の資質向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じているか

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

      関係書類
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情報の提供等

（第４３条第１項）

（第３７条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

業務継続計画の策

定等

（第４３条第１項）

（第３３条の２を準

用）

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するともに、研修及び訓練を定期的に実施

　しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

秘密保持等

（第４３条第１項）

（第３６条を準用）

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

      を講じたことが分

      かる書類（就業規

      則等）

◇　個人情報同意書

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

    （苦情受付体制の

記

      載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

      ル

◇　指導・助言に対す

      る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

      町村への報告書

◇　運営適正化委員会

      への対応記録

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第４３条第１項）

（第３９条を準用）
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事故発生時の対応

（第４３条第１項）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第４３条第１項）

（第４０条の２を準

用）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類
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確認文書

心身の状況等の把

握

（第４３条第２項）

（第１６条を準用）

○　利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか

○　他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか

◇　アセスメント

　　記録

◇　ケース記録等

サービスの提供の

記録

（第４３条第２項）

（第１９条を準用）

○　サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか

◇　サービス提供

　　記録

◇　利用者等の確

　　認が分かる記

　　録

同行援護
個別サービスの質に関する事項

確認項目

内容及び手続の説

明及び同意

（第４３条第２項）

（第９条を準用）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明

　　書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記

　　録等

同行援護計画の作

成等

（第４３条第２項）

（第２６条を準用）

○　サービス提供責任者が、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び

　希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した同行援護計画を作成し

　ているか

○　同行援護計画を作成した際、利用者及びその同居の家族にその内容を説明する

　とともに、当該計画を利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事業者

　等に交付しているか

○　同行援護計画の実施状況を把握し、必要に応じて見直しを行っているか

○　同行援護計画を変更する場合に、作成時と同様の手続を行っているか

◇　同行援護計画

◇　アセスメント

　　記録

◇　モニタリング

　　記録

◇　説明・交付記

　　録

◇　計画変更記録

　　等
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身体拘束等の禁止

（第４３条第２項）

（第３５条の２を準

用）

○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に

　　関する記録

◇　身体拘束等の

　　適正化のため

　　の委員会議事

　　録

◇　身体拘束等の

　　適正化のため

　　の指針

◇　研修を実施し

　　たことが分か

　　る書類
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確認文書

受給資格の確認

（第４３条第２項）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写

　　し等

サービス提供責任

者

（第７条）

（第５条第２項を準

用）

◇　管理者の勤務

　　形態が分かる

　　書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイ

　　ムカード）

◇　勤務体制一覧

　　表

○　専ら当該事業所の職務に従事する常勤の管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

管理者

（第７条）

（第６条を準用）

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
確認項目

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイ

　　ムカード）

◇　勤務体制一覧

　　表

◇　従業者の資格

　　証

◇　常勤換算表

◇　雇用契約書又

　　は勤務条件通

　　知書

◇　兼務関係書類

　（辞令、組織図

　　等）

○　従業者の員数が常勤換算方法で2.5以上となっているか

○　勤務体制及び兼務の状況が適切か

従業者の員数

（第７条）

（第５条第１項を準

用）

◇　サービス提供

　　責任者の勤務

　　形態が分かる

　　書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイ

　　ムカード）

◇　勤務体制一覧

　　表

◇　従業者の資格

　　証

○　サービス提供責任者を、事業の規模に応じて１人以上配置しているか

○　サービス提供責任者が常勤であり、専ら指定居宅介護の職務に従事しているか
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緊急時等の対応

（第４３条第２項）

（第２８条を準用）

○　利用者の病状の急変時等に、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　必要に応じてその他必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マ

　　ニュアル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応

　　記録

利用者負担額等の

受領

（第４３条第２項）

（第２１条を準用）

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　通常の事業の実施地域以外でサービスを提供する場合、交通費を徴収している

　か（利用者の選定による場合に限る）

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　交通費を徴収する場合、あらかじめサービス内容及び費用について説明し、同

　意を得ているか

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明

　　書、同意書等

運営規程

（第４３条第２項）

（第３１条を準用）

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に、次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③営業日及び営業時間

　　④指定同行援護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

　　⑤通常の事業の実施地域

　　⑥緊急時等における対応方法

　　⑦主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑧虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑨その他運営に関する重要事項

◇　運営規程

◇　重要事項説明

　　書

◇　事業所の掲示

　　物

◇　従業者への周

　　知状況が分か

　　る書類
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情報の提供等

（第４３条第２項）

（第３７条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ

　　等

◇　従業者の勤務

　　表

◇　勤務形態一覧

　　表

◇　雇用形態が分

　　かる書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント

　　防止関係書類

○　事業所ごとに従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか

○　従業者の資質向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じているか

勤務体制の確保等

（第４３条第２項）

（第３３条を準用）

業務継続計画の策

定等

（第４３条第２項）

（第３３条の２を準

用）

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配

　　布記録、説明

　　記録等）

◇　研修・訓練記

　　録

◇　見直し記録等

◇　従業者及び管

　　理者の秘密保

　　持誓約書

◇　その他必要な

　　措置を講じた

　　ことが分かる

　　書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意

　　書

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

秘密保持等

（第４３条第２項）

（第３６条を準用）
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◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明

　　書（苦情受付

　　体制の記載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示

　　物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マ

　　ニュアル

◇　指導・助言に

　　対する改善・

　　対応記録

◇　都道府県等又

　　は市町村への

　　報告書

◇　運営適正化委

　　員会への対応

　　記録

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第４３条第２項）

（第３９条を準用）

◇　委員会議事録

◇　研修を実施し

　　たことが分か

　　る書類

◇　担当者を配置

　　していること

　　が分かる書類

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

虐待の防止

（第４３条第２項）

（第４０条の２を準

用）

事故発生時の対応

（第４３条第２項）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マ

　　ニュアル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検

　　討記録

◇　損害賠償関係

　　書類
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確認文書

内容及び手続の説

明及び同意

（第４３条第２項）

（第９条を準用）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等

心身の状況等の把

握

（第４３条第２項）

（第１６条を準用）

○　利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか

○　他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか

◇　アセスメント記録

◇　ケース記録等

サービスの提供の

記録

（第４３条第２項）

（第１９条を準用）

○　サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録

行動援護
個別サービスの質に関する事項

確認項目

行動援護計画の作

成等

（第４３条第２項）

（第２６条を準用）

○　サービス提供責任者が、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び

　希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した行動援護計画を作成し

　ているか

○　行動援護計画を作成した際、利用者及びその同居の家族にその内容を説明する

　とともに、当該計画を利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事業者

　等に交付しているか

○　行動援護計画の実施状況を把握し、必要に応じて見直しを行っているか

○　行動援護計画を変更する場合に、作成時と同様の手続を行っているか

◇　行動援護計画

◇　アセスメント記録

◇　モニタリング記録

◇　説明・交付記録

◇　計画変更記録等
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身体拘束等の禁止

（第４３条第２項）

（第３５条の２を準

用）

○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に関す

　　る記録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための委員会

　　議事録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための指針

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類
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確認文書

管理者

（第７条）

（第６条を準用）

○　専ら当該事業所の職務に従事する常勤の管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

受給資格の確認

（第４３条第２項）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

従業者の員数

（第７条）

（第５条第１項を準

用）

○　従業者の員数が常勤換算方法で2.5以上となっているか

○　勤務体制及び兼務の状況が適切か

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

◇　従業者の資格証

◇　常勤換算表

◇　雇用契約書又は勤

　　務条件通知書

◇　兼務関係書類

　（辞令、組織図等）

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
確認項目

◇　サービス提供責任

　　者の勤務形態が分

　　かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

◇　従業者の資格証

○　サービス提供責任者を、事業の規模に応じて１人以上配置しているか

○　サービス提供責任者が常勤であり、専ら指定居宅介護の職務に従事しているか

サービス提供責任

者

（第７条）

（第５条第２項を準

用）

利用者負担額等の

受領

（第４３条第２項）

（第２１条を準用）

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　通常の事業の実施地域以外でサービスを提供する場合、交通費を徴収している

　か（利用者の選定による場合に限る）

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　交通費を徴収する場合、あらかじめサービス内容及び費用について説明し、同

　意を得ているか

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

　　同意書等
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緊急時等の対応

（第４３条第２項）

（第２８条を準用）

○　利用者の病状の急変時等に、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　必要に応じてその他必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マニュ

　　アル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応記録

秘密保持等

（第４３条第２項）

（第３６条を準用）

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書

勤務体制の確保等

（第４３条第２項）

（第３３条を準用）

○　事業所ごとに従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか

○　従業者の資質向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じているか

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類

業務継続計画の策

定等

（第４３条第２項）

（第３３条の２を準

用）

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

運営規程

（第４３条第２項）

（第３１条を準用）

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に、次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③営業日及び営業時間

　　④指定行動援護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

　　⑤通常の事業の実施地域

　　⑥緊急時等における対応方法

　　⑦主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑧虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑨その他運営に関する重要事項

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類
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情報の提供等

（第４３条第２項）

（第３７条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

事故発生時の対応

（第４３条第２項）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第４３条第２項）

（第４０条の２を準

用）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　（苦情受付体制の記

　　載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第４３条第２項）

（第３９条を準用）

-21-



確認文書

心身の状況等の把

握

（第７６条）

（第１６条を準用）

○　利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか

○　他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか

◇　アセスメント記録

◇　ケース記録等

サービスの提供の

記録

（第５３条の２）

○　サービスを提供した際、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　前項の規定による記録に際し、支給決定障害者等からサービスを提供したこと

　について確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録

療養介護
個別サービスの質に関する事項

確認項目

設備

（第５２条）

○　病院として必要な設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えているか

○　設備は、原則として当該指定療養介護事業所の専用となっているか

○　共用している場合であっても、利用者の支援に支障がないか

○　指定療養介護と指定入所支援を同一施設で一体的に提供している場合、指定入

　所施設基準第五十三条の設備基準を満たしているか

◇　平面図

◇　設備・備品等一覧

　　表

◇　設備の状況が分か

　　る書類

◇　共用の有無及び一

　　体的提供の有無が

　　分かる書類（該当

　　する場合）

　　【目視】

内容及び手続の説

明及び同意

（第７６条）

（第９条を準用）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等
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療養介護計画の作

成等

（第５８条）

○　管理者が、サービス管理責任者に当該サービス計画の作成業務を担当させてい

　るか

○　サービス管理責任者が、適切な方法によりアセスメントを行い、意思決定の支

　援に配慮しているか

○　意思決定に困難を抱える利用者について、意思及び選好並びに判断能力等を把

　握し、適切な支援を行っているか

○　アセスメントを利用者への面接により行い、趣旨を説明し理解を得ているか

○　アセスメント結果に基づき、当該サービス計画の原案を作成しているか

○　計画作成会議を開催し、利用者の意向を確認するとともに、原案について意見

　を求めているか

○　原案を利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ているか

○　計画を作成した際、利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しているか

○　計画作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも６か月に１回以上見直

　しを行っているか

○　モニタリングに当たり、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うととも

　に、定期的に面接し、その結果を記録しているか

○　計画変更時に、作成時と同様の手続を行っているか

◇　療養介護計画

◇　アセスメント記録

◇　会議記録

◇　面接記録

◇　説明・同意・交付

　　記録

◇　モニタリング記録

◇　計画変更記録等

身体拘束等の禁止

（第７６条）

（第３５条の２を準

用）

○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に関す

      る記録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための委員会

　　議事録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための指針

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類
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確認文書

管理者

（第５１条）

○　専ら当該事業所の職務に従事する管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

緊急時等の対応

（第６４条）

○　利用者の病状の急変時等に、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　必要に応じてその他必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マニュ

      アル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応記録

従業者の員数

（第５０条）

○　医師を、厚生労働大臣の定める基準以上配置しているか

○　看護職員を、単位ごとに利用者数を２で除した数以上（常勤換算）配置してい

　るか

○　生活支援員を、単位ごとに利用者数を４で除した数以上（常勤換算）配置して

　いるか

○　看護職員の配置状況に応じた算入の取扱いを適切に行っているか

○　サービス管理責任者を、事業所ごとに利用者数区分に応じた必要数配置してい

　るか

○　利用者数を、前年度の平均値（新規の場合は推計）により適切に算定している

　か

○　指定療養介護の単位の定義（一体的提供）に基づき、単位ごとの配置基準を適

　切に適用しているか

○　従業者（医師及び看護職員を除く）が専ら従事する要件を満たしているか

○　生活支援員及びサービス管理責任者に常勤者を配置しているか

○　一体的提供（医療型障害児入所施設等）の場合におけるみなし規定の適用を適

　切に行っているか

◇　勤務体制一覧表

◇　勤務実績表

◇　資格証等

◇　常勤換算の計算書

　　類

◇　利用者数が分かる

　　書類

◇　兼務の状況が分か

　　る書類

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
確認項目

利用者負担額等の

受領

（第５４条）

○　利用者負担額等を適正に受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、所定の額の支払を受けているか

○　日用品費その他の実費負担を徴収する場合、対象及び額が適切か

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　実費負担について、あらかじめ内容及び費用を説明し、同意を得ているか

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

      同意書等

◇　費用内訳（日用品

      費等）が分かる書

      類等
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運営規程

（第６７条）

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に、次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③利用定員

　　④指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその

　　　額

　　⑤サービス利用に当たっての留意事項

　　⑥緊急時等における対応方法

　　⑦非常災害対策

　　⑧主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑨虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑩その他運営に関する重要事項

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

      況が分かる書類

勤務体制の確保等

（第６８条）

○　事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか（ただし、利用者の支

　援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない）

○　従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のため、方針の明確化等の必要な措置を講じているか

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類

定員の遵守

（第６９条）

○　利用定員を超えて指定療養介護を提供していないか

○　利用定員超過が、やむを得ない事情によるものであり、その内容及び対応経過

　が記録等で確認できるか

◇　運営規程

◇　利用者名簿等

非常災害対策

（第７０条）

○　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に

　関する具体的計画を定め、関係機関への通報及び連絡体制を整備し、これらを定

　期的に従業者に周知しているか

○　非常災害に備え、避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施しているか

○　前項の訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めている

　か

◇　非常火災時対応マ

　　ニュアル（対応計

　　画）

◇　運営規程

◇　通報・連絡体制

◇　消防用設備点検の

　　記録

◇　避難訓練の記録

◇　消防署への届出

◇　地域住民が訓練に

　　参加していること

　　が分かる書類
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受給資格の確認

（第７６条）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

情報の提供等

（第７６条）

（第３７条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

衛生管理等

（第７１条）

○　利用者の使用する設備、備品及び飲用に供する水の衛生管理並びに医薬品及び

　医療機器の管理について、衛生的な管理を行い、又は衛生上必要な措置を講じる

　とともに、適正に管理しているか

○　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、次の措置を講じているか

　　① 委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底しているか

　　② 指針を整備しているか

　　③ 研修及び訓練を定期的に実施しているか

◇　衛生管理に関する

　　書類

◇　委員会議事録

◇　感染症及び食中毒

　　の予防及びまん延

　　の防止のための指

　　針

◇　研修及び訓練を実

　　施したことが分か

　　る書類

業務継続計画の策

定等

（第７６条）

（第３３条の２を準

用）

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

秘密保持等

（第７６条）

（第３６条を準用）

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書
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虐待の防止

（第７６条）

（第４０条の２を準

用）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

事故発生時の対応

（第７６条）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

    （苦情受付体制の

      記載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第７６条）

（第３９条を準用）

-27-



確認文書

心身の状況等の把

握

（第９３条）

（第１６条を準用）

○　利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか

○　他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか

◇　アセスメント記録

◇　ケース記録等

サービスの提供の

記録

（第９３条）

（第１９条を準用）

○　サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録

生活介護
個別サービスの質に関する事項

確認項目

設備

（第８１条）

○　訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を

　設けているか

○　訓練・作業室が、訓練又は作業に支障がない広さを有しているか

○　訓練・作業室に、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか

○　相談室に、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか

○　洗面所及び便所が、利用者の特性に応じたものとなっているか

○　相談室及び多目的室を兼用する場合、利用者の支援に支障がないか

○　設備は、原則として当該事業所の専用となっているか

○　設備を共用する場合、利用者の支援に支障がないか

◇　平面図

◇　設備・備品等一覧

      表

【目視】

内容及び手続の説

明及び同意

（第９３条）

（第９条を準用）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等

-28-



生活介護計画の作

成等

（第９３条）

（第５８条を準用）

○　管理者が、サービス管理責任者に当該サービス計画の作成業務を担当させてい

　るか

○　サービス管理責任者が、適切な方法によりアセスメントを行い、意思決定の支

　援に配慮しているか

○　意思決定に困難を抱える利用者について、意思及び選好並びに判断能力等を把

　握し、適切な支援を行っているか

○　アセスメントを利用者への面接により行い、趣旨を説明し理解を得ているか

○　アセスメント結果に基づき、当該サービス計画の原案を作成しているか

○　計画作成会議を開催し、利用者の意向を確認するとともに、原案について意見

　を求めているか

○　原案を利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ているか

○　計画を作成した際、利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しているか

○　計画作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも６か月に１回以上見直

　しを行っているか

○　モニタリングに当たり、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うととも

　に、定期的に面接し、その結果を記録しているか

○　計画変更時に、作成時と同様の手続を行っているか

◇　生活介護計画

◇　アセスメント記録

◇　会議記録

◇　面接記録

◇　説明・同意・交付

　　記録

◇　モニタリング記録

◇　計画変更記録等

身体拘束等の禁止

（第９３条）

（第３５条の２を準

用）

○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に関す

　　る記録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための委員会

　　議事録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための指針

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

-29-



確認文書

管理者

（第８０条）

（第５１条を準用）

○　専ら当該事業所の職務に従事する管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイムカ

　　ード）

◇　勤務体制一覧表

緊急時等の対応

（第９３条）

（第２８条を準用）

○　利用者の病状の急変時等に、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　必要に応じてその他必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マニュ

　　アル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応記録

従業者の員数

（第７８条）

○　医師を必要数配置しているか

○　看護職員等及び生活支援員の総数が、単位ごとに常勤換算で、平均障害支援区

　分及び利用者数に応じた基準（６分の１・５分の１・３分の１）を満たしている

か

○　看護職員及び生活支援員を、単位ごとに各１人以上配置しているか

○　機能訓練を行う場合、理学療法士等を必要数配置しているか

○　確保困難時は機能訓練指導員を配置しているか

○　サービス管理責任者を、利用者数に応じた必要数配置しているか

○　利用者数を前年度平均（新規は推定）で算定しているか

○　単位を一体的提供として適切に設定しているか

○　従業者が事業所又は単位で専従しているか。兼務がある場合、支障がないか

○　生活支援員及びサービス管理責任者に常勤者を各１人以上配置しているか

◇　勤務体制一覧表

◇　勤務実績表

◇　資格証等

◇　常勤換算資料

◇　利用者数算定資料

◇　平均障害支援区分

　　の算定資料

◇　単位ごとの職員配

　　置が分かる資料

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
確認項目

利用者負担額等の

受領

（第８２条）

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　食事の提供に要する費用、創作的活動に係る材料費、日用品費その他日常生活

　において通常必要となるものに係る費用に限り徴収しているか

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　実費負担について、あらかじめ内容及び費用を説明し、同意を得ているか

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

　　同意書等

◇　費用内訳（食費、

　　材料費、日用品費

　　等）が分かる書類

　　等

-30-



定員の遵守

（第９３条）

（第６９条を準用）

○　利用定員を超えて指定療養介護を提供していないか

○　利用定員超過が、やむを得ない事情によるものであり、その内容及び対応経過

　が記録等で確認できるか

◇　運営規程

◇　利用者名簿等

運営規程

（第８９条）

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に、次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③営業日及び営業時間

　　④利用定員

　　⑤指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその

　　　額

　　⑥通常の事業の実施地域

　　⑦サービスの利用に当たっての留意事項

　　⑧緊急時等における対応方法

　　⑨非常災害対策

　　⑩主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑪虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑫その他運営に関する重要事項

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類

勤務体制の確保等

（第９３条）

（第６８条を準用）

○　事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか（ただし、利用者の支

　援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない）

○　従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のため、方針の明確化等の必要な措置を講じているか

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類

非常災害対策

（第９３条）

（第７０条を準用）

○　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に

　関する具体的計画を定め、関係機関への通報及び連絡体制を整備し、これらを定

　期的に従業者に周知しているか

○　非常災害に備え、避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施しているか

○　前項の訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めている

　か

◇　非常火災時対応マ

　　ニュアル（対応計

　　画）

◇　運営規程

◇　通報・連絡体制

◇　消防用設備点検の

　　記録

◇　避難訓練の記録

◇　消防署への届出

◇　地域住民が訓練に

　　参加していること

　　が分かる書類
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受給資格の確認

（第９３条）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

衛生管理等

（第９０条）

○　利用者の使用する設備、備品及び飲用に供する水の衛生管理並びに健康管理等

　に必要となる機械器具等の管理について、衛生的な管理を行い、又は衛生上必要

　な措置を講じるとともに、適正に管理しているか

○　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、次の措置を講じているか

　　① 委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底しているか

　　② 指針を整備しているか

　　③ 研修及び訓練を定期的に実施しているか

◇　衛生管理に関する

　　書類

◇　委員会議事録

◇　感染症及び食中毒

　　の予防及びまん延

　　の防止のための指

　　針

◇　研修及び訓練を実

　　施したことが分か

　　る書類

業務継続計画の策

定等

（第９３条）

（第３３条の２を準

用）

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

秘密保持等

（第９３条）

（第３６条を準用）

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書
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事故発生時の対応

（第９３条）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第９３条）

（第４０条の２を準

用）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

苦情解決

（第９３条）

（第３９条を準用）

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

    （苦情受付体制の

      記載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録
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確認文書

心身の状況等の把

握

（第１２５条）

（第１６条を準用）

○　利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか

○　他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか

◇　アセスメント記録

◇　ケース記録等

サービスの提供の

記録

（第１２５条）

（第１９条を準用）

○　サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録

短期入所
個別サービスの質に関する事項

確認項目

設備

（第１１７条）

○　指定短期入所事業所が、併設事業所又は法第五条第八項に規定する施設の居室

　（その全部又は一部が利用されていないもの）を用いているか

○　併設事業所にあっては、併設本体施設の設備（居室を除く）を使用する場合、

　当該施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該施設の利用者の支援に支障がな

　いか

○　空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有している

　か

○　単独型事業所にあっては、居室、食堂、 浴室、洗面所及び便所その他運営上必

　要な設備を設けているか

○　単独型事業所の設備が、次の基準を満たしているか

　　①居室は、定員４人以下、地階以外に設置され、利用者１人当たり８㎡以上を

　　　確保し、寝台又はこれに代わる設備及びブザー又はこれに代わる設備を備え

　　　ているか

　　②食堂は、食事の提供に支障がない広さを有し、必要な備品を備えているか

　　③浴室は、利用者の特性に応じたものとなっているか

　　④洗面所は、居室のある階ごとに設けられ、利用者の特性に応じたものとなっ

　　　ているか

　　⑤便所は、居室のある階ごとに設けられ、利用者の特性に応じたものとなって

　　　いるか

◇　平面図

◇　設備・備品等一覧

　　表

　【目視】

内容及び手続の説

明及び同意

（第１２５条）

（第９条を準用）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等
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身体拘束等の禁止

（第１２５条）

（第３５条の２を準

用）

○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に関す

　　る記録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための委員会

　　議事録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための指針

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類
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確認文書

管理者

（第１１６条）

（第５１条を準用）

○　専ら当該事業所の職務に従事する管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイムカ

      ード）

◇　勤務体制一覧表

利用者負担額等の

受領

（第１２０条）

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　食事の提供に要する費用、光熱水費、日用品費その他日常生活において通常必

　要となるものに係る費用に限り徴収しているか

○　食事の提供に要する費用及び光熱水費について、こども家庭庁長官及び厚生労

　働大臣の定める基準に従っているか

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　実費負担について、あらかじめ内容及び費用を説明し、同意を得ているか

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

　　同意書等

◇　費用内訳（食費、

　　光熱水費、日用品

　　費等）が分かる書

　　類等

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項

確認項目

従業者の員数

（第１１５条）

○　併設事業所又は空床利用型事業所にあっては、本体施設等の利用者数と指定短

　期入所の利用者数を合算した上で、事業類型及び指定短期入所を提供する時間帯

　に応じ、生活支援員又はこれに準ずる従業者を基準上必要数以上配置しているか

○　単独型事業所にあっては、指定生活介護事業所等において事業を行う場合その

　他の場合の区分に応じ、指定短期入所を提供する時間帯及び当該日の利用者数に

　応じて、生活支援員を基準上必要数以上配置しているか

○　単独型事業所が指定生活介護事業所等において事業を行う場合、指定生活介護

　等のサービス提供時間帯については、当該指定生活介護事業所等の利用者数と指

　定短期入所の利用者数を合算した上で、生活支援員又はこれに準ずる従業者を基

　準上必要数以上配置しているか

○　従業者に兼務がある場合、勤務体制上、利用者の支援に支障がないか

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　従業者の資格証等

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数が分かる

　　書類（実績表等）

◇　利用者の支援に支

　　障がないことが分

　　かる書類
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受給資格の確認

（第１２５条）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

緊急時等の対応

（第１２５条）

（第２８条を準用）

○　利用者の病状の急変時等に、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　必要に応じてその他必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マニュ

　　アル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応記録

運営規程

（第１２３条）

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に、次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③利用定員

　　④指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びそ

　　　の額

　　⑤サービス利用に当たっての留意事項

　　⑥緊急時等における対応方法

　　⑦非常災害対策

　　⑧主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑨虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑩その他運営に関する重要事項

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類

定員の遵守

（第１２４条）

○　次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供していな

　いか

　　①併設事業所：利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

　　②空床利用型事業所：当該施設の利用定員及び居室の定員を超えることとなる

　　　利用者数

　　③単独型事業所：利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

○　定員を超えて提供している場合、災害、虐待その他のやむを得ない事情による

　ものか

◇　運営規程

◇　利用者名簿等

業務継続計画の策

定等

（第１２５条）

（第３３条の２を準

用）

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等
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情報の提供等

（第１２５条）

（第３７条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

事故発生時の対応

（第１２５条）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第１２５条）

（第４０条の２を準

用）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

秘密保持等

（第１２５条）

（第３６条を準用）

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

    （苦情受付体制の

      記載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

      町村への報告書

◇　運営適正化委員会

      への対応記録

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ 適切に対応するための必要な措置を

　講じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第１２５条）

（第３９条を準用）
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勤務体制の確保等

（第１２５条）

（第６８条を準用）

○　事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか（ただし、利用者の支

　援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない）

○　従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のため、方針の明確化等の必要な措置を講じているか

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類

非常災害対策

（第１２５条）

（第７０条を準用）

○　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に

　関する具体的計画を定め、関係機関への通報及び連絡体制を整備し、これらを定

　期的に従業者に周知しているか

○　非常災害に備え、避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施しているか

○　前項の訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めている

　か

◇　非常火災時対応マ

　　ニュアル（対応計

　　画）

◇　運営規程

◇　通報・連絡体制

◇　消防用設備点検の

　　記録

◇　避難訓練の記録

◇　消防署への届出

◇　地域住民が訓練に

　　参加していること

　　が分かる書類

衛生管理等

（第１２５条）

（第９０条を準用）

○　利用者の使用する設備、備品及び飲用に供する水の衛生管理並びに健康管理等

　に必要となる機械器具等の管理について、衛生的な管理を行い、又は衛生上必要

　な措置を講じるとともに、適正に管理しているか

○　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、次の措置を講じているか

　　① 委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底しているか

　　② 指針を整備しているか

　　③ 研修及び訓練を定期的に実施しているか

◇　衛生管理に関する

      書類

◇　委員会議事録

◇　感染症及び食中毒

　　の予防及びまん延

　　の防止のための指

　　針

◇　研修及び訓練を実

　　施したことが分か

　　る書類
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確認文書

内容及び手続の説

明及び同意

（第１３６条）

（第９条を準用）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等

心身の状況等の把

握

（第１３６条）

（第１６条を準用）

○　利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか

○　他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか

◇　アセスメント記録

◇　ケース記録等

サービスの提供の

記録

（第１３６条）

（第１９条を準用）

○　サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録

重度障害者包括支援
個別サービスの質に関する事項

確認項目

サービス利用計画

の作成

（第１３４条）

○　サービス提供責任者が、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び

　希望等を踏まえ、週を単位として、具体的なサービス内容等を記載した重度障害

　者等包括支援計画を作成しているか

○　重度障害者等包括支援計画を作成した際、利用者及びその同居の家族に対し、

　その内容を説明するとともに、当該計画を利用者及びその同居の家族並びに指定

　特定相談支援事業者等に交付しているか

○　重度障害者等包括支援計画の作成後、当該計画の実施状況の把握を行い、必要

　に応じて計画の変更を行っているか

○　重度障害者等包括支援計画を変更する場合、作成時と同様に、利用者及びその

　同居の家族への説明並びに利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事

　業者等への交付を行っているか

◇　重度障害者等包括

　　支援計画

◇　アセスメント記録

◇　モニタリング記録

◇　利用者等への説

　　明・交付記録

◇　指定特定相談支援

　　事業者等への交付

　　記録

身体拘束等の禁止

（第１３６条）

（第３５条の２を準

用）

○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に関す

　　る記録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための委員会

　　議事録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための指針

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類
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確認文書

管理者

（第１２８条）

（第６条を準用）

○　専ら当該事業所の職務に従事する常勤の管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

受給資格の確認

（第１３６条）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

従業者の員数

（第１２７条）

○　指定を受けている指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設として

　の人員基準を満たしているか

○　事業所ごとにサービス提供責任者を１人以上配置しているか

○　サービス提供責任者が、指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理

　を行う者として、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たしてい

　るか

○　サービス提供責任者のうち１人以上を常勤で配置しているか

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　資格証等

◇　勤務体制一覧表

◇　サービス提供責任

　　者の要件を満たす

　　ことが分かる書類

◇　指定を受けている

　　障害福祉サービス

　　又は施設の人員基

　　準を満たすことが

　　分かる書類

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
確認項目

運営規程

（第１３５条）

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に、次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数

　　④指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用

　　　の種類及びその額

　　⑤通常の事業の実施地域

　　⑥緊急時等における対応方法

　　⑦事業の主たる対象とする利用者

　　⑧虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑨その他運営に関する重要事項

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類
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緊急時等の対応

（第１３６条）

（第２８条を準用）

○　利用者の病状の急変時等に、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　必要に応じてその他必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マニュ

　　アル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応記録

情報の提供等

（第１３６条）

（第３７条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

利用者負担額等の

受領

（第１３６条）

（第２１条を準用）

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　通常の事業の実施地域以外でサービスを提供する場合、交通費を徴収している

　か（利用者の選定による場合に限る）

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　交通費を徴収する場合、あらかじめサービス内容及び費用について説明し、同

　意を得ているか

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

　　同意書等

勤務体制の確保等

（第１３６条）

（第３３条を準用）

○　事業所ごとに従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか

○　従業者の資質向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じているか

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類

業務継続計画の策

定等

（第１３６条）

（第３３条の２を準

用）

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

秘密保持等

（第１３６条）

（第３６条を準用）

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書
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事故発生時の対応

（第１３６条）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第１３６条）

（第４０条の２を準

用）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

苦情解決

（第１３６条）

（第３９条を準用）

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　（苦情受付体制の記

　　載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録
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確認文書

心身の状況等の把

握

（第１６２条）

（第１６条を準用）

○　利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか

○　他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか

◇　アセスメント記録

◇　ケース記録等

サービスの提供の

記録

（第１６２条）

（第１９条を準用）

○　サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録

自立訓練（機能訓練）
個別サービスの質に関する事項

確認項目

設備

（第１５８条）

（第８１条を準用）

○　訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を

　設けているか

○　訓練・作業室が、訓練又は作業に支障がない広さを有しているか

○　訓練・作業室に、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか

○　相談室に、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか

○　洗面所及び便所が、利用者の特性に応じたものとなっているか

○　相談室及び多目的室を兼用する場合、利用者の支援に支障がないか

○　設備は、原則として当該事業所の専用となっているか

○　設備を共用する場合、利用者の支援に支障がないか

◇　平面図

◇　設備・備品等一覧

　　表

　【目視】

内容及び手続の説

明及び同意

（第１６２条）

（第９条を準用）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等
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自立訓練（機能訓

練）計画の作成等

（第１６２条）

（第５８条を準用）

○　管理者が、サービス管理責任者に当該サービス計画の作成業務を担当させてい

　るか

○　サービス管理責任者が、適切な方法によりアセスメントを行い、意思決定の支

　援に配慮しているか

○　意思決定に困難を抱える利用者について、意思及び選好並びに判断能力等を把

　握し、適切な支援を行っているか

○　アセスメントを利用者への面接により行い、趣旨を説明し理解を得ているか

○　アセスメント結果に基づき、当該サービス計画の原案を作成しているか

○　計画作成会議を開催し、利用者の意向を確認するとともに、原案について意見

　を求めているか

○　原案を利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ているか

○　計画を作成した際、利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しているか

○　計画作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも６か月に１回以上見直

　しを行っているか

○　モニタリングに当たり、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うととも

　に、定期的に面接し、その結果を記録しているか

○　計画変更時に、作成時と同様の手続を行っているか

◇　自立訓練（機能訓

　　練）計画

◇　アセスメント記録

◇　モニタリング記録

　　面接記録

◇　会議記録

◇　説明・同意・交付

　　記録

◇　計画変更記録等

身体拘束等の禁止

（第１６２条）

（第３５条の２を準

用）

○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に関す

　　る記録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための委員会

　　議事録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための指針

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類
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確認文書

管理者

（第１５７条）

（第５１条を準用）

○　専ら当該事業所の職務に従事する管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

受給資格の確認

（第１６２条）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

緊急時等の対応

（第１６２条）

（第２８条を準用）

○　利用者の病状の急変時等に、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　必要に応じてその他必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マニュ

　　アル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応記録

業務継続計画の策

定等

（第１６２条）

（第３３条の２を準

用）

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

従業者の員数

（第１５６条）

○　看護職員、理学療法士等及び生活支援員の総数が、常勤換算方法により利用者

　数に応じた基準（６分の１以上）を満たしているか

○　看護職員、理学療法士等及び生活支援員をそれぞれ１人以上配置しているか

　（代替規定を含む）

○　サービス管理責任者を利用者数に応じて配置しているか

○　看護職員、生活支援員及びサービス管理責任者について、それぞれ１人以上常

　勤で配置しているか

○　訪問による場合、生活支援員を追加配置しているか

○　従業者の専従性及び兼務が基準に適合しているか

◇　勤務実績・出勤記

　　録（勤務表、タイ

　　ムカード等）

◇　従業者の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数が分かる

　　書類（実績表等）

◇　配置及び兼務状況

　　が分かる書類

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
確認項目

利用者負担額等の

受領

（第１５９条）

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　食事の提供に要する費用、日用品費その他日常生活において通常必要となるも

　のに係る費用に限り徴収しているか

○　食事の提供に要する費用については、厚生労働大臣の定める基準に従っている

　か

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　実費負担について、あらかじめ内容及び費用を説明し、同意を得ているか

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

　　同意書等

◇　費用内訳（食費、

　　日用品費等）が分

　　かる書類等
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情報の提供等

（第１６２条）

（第３７条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

定員の遵守

（第１６２条）

（第６９条を準用）

○　利用定員を超えて指定療養介護を提供していないか

○　利用定員超過が、やむを得ない事情によるものであり、その内容及び対応経過

　が記録等で確認できるか

◇　運営規程

◇　利用者名簿等

秘密保持等

（第１６２条）

（第３６条を準用）

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書

勤務体制の確保等

（第１６２条）

（第６８条を準用）

○　事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか（ただし、利用者の支

　援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない）

○　従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のため、方針の明確化等の必要な措置を講じているか

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類
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非常災害対策

（第１６２条）

（第７０条を準用）

○　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に

　関する具体的計画を定め、関係機関への通報及び連絡体制を整備し、これらを定

　期的に従業者に周知しているか

○　非常災害に備え、避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施しているか

○　前項の訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めている

　か

◇　非常火災時対応マ

　　ニュアル（対応計

　　画）

◇　運営規程

◇　通報・連絡体制

◇　消防用設備点検の

　　記録

◇　避難訓練の記録

◇　消防署への届出

◇　地域住民が訓練に

　　参加していること

　　が分かる書類

運営規程

（第１６２条）

（第８９条を準用）

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に、次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③営業日及び営業時間

　　④利用定員

　　⑤指定自立訓練（機能訓練）の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の

　　　種類及びその額

　　⑥通常の事業の実施地域

　　⑦サービスの利用に当たっての留意事項

　　⑧緊急時等における対応方法

　　⑨非常災害対策

　　⑩事業の主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑪虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑫その他運営に関する重要事項

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類

衛生管理等

（第１６２条）

（第９０条を準用）

○　利用者の使用する設備、備品及び飲用に供する水の衛生管理並びに健康管理等

　に必要となる機械器具等の管理について、衛生的な管理を行い、又は衛生上必要

　な措置を講じるとともに、適正に管理しているか

○　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、次の措置を講じているか

　　① 委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底しているか

　　② 指針を整備しているか

　　③ 研修及び訓練を定期的に実施しているか

○　衛生管理に関する

　　書類

○　委員会議事録

○　感染症及び食中毒

　　の予防及びまん延

　　の防止のための指

　　針

○　研修及び訓練を実

　　施したことが分か

　　る書類
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事故発生時の対応

（第１６２条）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第１６２条）

（第４０条の２を準

用）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

苦情解決

（第１６２条）

（第３９条を準用）

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　（苦情受付体制の記

　　載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録
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確認文書

心身の状況等の把

握

（第１７１条）

（第１６条を準用）

○　利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか

○　他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか

◇　アセスメント記録

◇　ケース記録等

自立訓練（生活訓練）
個別サービスの質に関する事項

確認項目

設備

（第１６８条）

○　訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他必要な設備を設けてい

　るか（宿泊型のみの場合の特例を含む）

○　訓練・作業室が適切な広さを有し、必要な機械器具等を備えているか

○　相談室、洗面所及び便所が、構造・設備として基準（漏えい防止、利用者特性

　への配慮）を満たしているか

○　（宿泊型の場合）居室及び浴室を設け、居室の定員・面積基準及び浴室の基準

　を満たしているか

○　設備の兼用又は共用が、利用者の支援に支障のない範囲となっているか

○　設備が、原則として当該事業所の専用となっているか

◇　平面図

◇　居室の定員及び面

　　積並びに浴室の状

　　況が分かる書類

　（宿泊型自立訓練を

　　行う場合）

◇　設備・備品等一覧

　　表

　【目視】

内容及び手続の説

明及び同意

（第１７１条）

（第９条を準用）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等

サービスの提供の

記録

（第１６９条の２）

○　指定自立訓練（生活訓練）（指定宿泊型自立訓練を除く）の提供の都度、提供

　日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　指定宿泊型自立訓練を提供した際、提供日、内容その他必要な事項を記録して

　いるか

○　前二項の規定による記録に際し、支給決定障害者等から指定自立訓練（生活訓

　練）を提供したことについて確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録
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自立訓練（生活訓

練）計画の作成等

（第１７１条）

（第５８条を準用）

○　管理者が、サービス管理責任者に当該サービス計画の作成業務を担当させてい

　るか

○　サービス管理責任者が、適切な方法によりアセスメントを行い、意思決定の支

　援に配慮しているか

○　意思決定に困難を抱える利用者について、意思及び選好並びに判断能力等を把

　握し、適切な支援を行っているか

○　アセスメントを利用者への面接により行い、趣旨を説明し理解を得ているか

○　アセスメント結果に基づき、当該サービス計画の原案を作成しているか

○　計画作成会議を開催し、利用者の意向を確認するとともに、原案について意見

　を求めているか

○　原案を利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ているか

○　計画を作成した際、利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しているか

○　計画作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも６か月に１回以上見直

　しを行っているか

○　モニタリングに当たり、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うととも

　に、定期的に面接し、その結果を記録しているか

○　計画変更時に、作成時と同様の手続を行っているか

◇　自立訓練（生活訓

　　練）計画

◇　アセスメント記録

◇　モニタリング記録

◇　面接記録

◇　会議記録

◇　説明・同意・交付

　　記録

◇　計画変更記録等

身体拘束等の禁止

（第１７１条）

（第３５条の２を準

用）

○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に関す

　　る記録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための委員会

　　議事録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための指針

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類
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確認文書

管理者

（第１６７条）

（第５１条を準用）

○　専ら当該事業所の職務に従事する管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

受給資格の確認

（第１７１条）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

緊急時等の対応

（第１７１条）

（第２８条を準用）

○　利用者の病状の急変時等に、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　必要に応じてその他必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マニュ

　　アル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応記録

利用者負担額等の

受領

（第１７０条）

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　（指定宿泊型自立訓練を除く場合）食事の提供に要する費用、日用品費その他

　日常生活において通常必要となるものに係る費用に限り徴収しているか

○　（指定宿泊型自立訓練を行う場合）食事の提供に要する費用、光熱水費、居室

　費、日用品費その他日常生活において通常必要となるものに係る費用に限り徴収

　しているか

○　食事の提供に要する費用（指定宿泊型自立訓練を除く場合を含む）並びに光熱

　水費及び居室費について、厚生労働大臣の定める基準に従っているか

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　実費負担について、あらかじめ内容及び費用を説明し、同意を得ているか

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

　　同意書等

◇　費用内訳（食費、

　　光熱水費、居室

　　費、日用品費等）

　　が分かる書類等

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
確認項目

従業者の員数

（第１６６条）

○　生活支援員の員数が、常勤換算方法により利用者数に応じた基準（通所６分の

　１、宿泊１０分の１）を満たしているか

○　サービス管理責任者を、利用者数に応じて基準どおり配置しているか

○　生活支援員及びサービス管理責任者について、常勤要件を満たしているか（宿

　泊型の例外を含む）

○　（宿泊型の場合）地域移行支援員を配置しているか

○　看護職員を配置する場合、基準どおりの配置（読み替えを含む）となっている

　か

○　訪問による場合、生活支援員を追加配置しているか

○　従業者の専従性、兼務の状況及び利用者数の算定が適切か

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数（平均利

　　用人数）が分かる

　　書類（実績表等）

◇　利用者の支援に支

　　障がないことが分

　　かる書類
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情報の提供等

（第１７１条）

（第３７条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

定員の遵守

（第１７１条）

（第６９条を準用）

○　利用定員を超えて指定療養介護を提供していないか

○　利用定員超過が、やむを得ない事情によるものであり、その内容及び対応経過

　が記録等で確認できるか

◇　運営規程

◇　利用者名簿等

業務継続計画の策

定等

（第１７１条）

（第３３条の２を準

用）

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

秘密保持等

（第１７１条）

（第３６条を準用）

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書

勤務体制の確保等

（第１７１条）

（第６８条を準用）

○　事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか（ただし、利用者の支

　援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない）

○　従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のため、方針の明確化等の必要な措置を講じているか

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類
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非常災害対策

（第１７１条）

（第７０条を準用）

○　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に

　関する具体的計画を定め、関係機関への通報及び連絡体制を整備し、これらを定

　期的に従業者に周知しているか

○　非常災害に備え、避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施しているか

○　前項の訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めている

　か

◇　非常火災時対応マ

　　ニュアル（対応計

　　画）

◇　運営規程

◇　通報・連絡体制

◇　消防用設備点検の

　　記録

◇　避難訓練の記録

◇　消防署への届出

◇　地域住民が訓練に

　　参加していること

　　が分かる書類
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苦情解決

（第１７１条）

（第３９条を準用）

○　苦情受付窓口の設置等、 苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を

　講じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　（苦情受付体制の記

　　載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録

運営規程

（第１７１条）

（第８９条を準用）

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に、次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③営業日及び営業時間

　　④利用定員

　　⑤指定自立訓練（生活訓練）の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の

　　　種類及びその額

　　⑥通常の事業の実施地域

　　⑦サービスの利用に当たっての留意事項

　　⑧緊急時等における対応方法

　　⑨非常災害対策

　　⑩事業の主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑪虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑫その他運営に関する重要事項

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類

衛生管理等

（第１７１条）

（第９０条を準用）

○　利用者の使用する設備、備品及び飲用に供する水の衛生管理並びに健康管理等

　に必要となる機械器具等の管理について、衛生的な管理を行い、又は衛生上必要

　な措置を講じるとともに、適正に管理しているか

○　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、次の措置を講じているか

　　① 委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底しているか

　　② 指針を整備しているか

　　③ 研修及び訓練を定期的に実施しているか

◇　衛生管理に関する

　　書類

◇　委員会議事録

◇　感染症及び食中毒

　　の予防及びまん延

　　の防止のための指

　　針

◇　研修及び訓練を実

　　施したことが分か

　　る書類
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事故発生時の対応

（第１７１条）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第１７１条）

（第４０条の２を準

用）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類
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確認文書

内容及び手続の説

明及び同意

（第１８４条）

（第９条を準用）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等

心身の状況等の把

握

（第１８４条）

（第１６条を準用）

○　利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか

○　他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか

◇　アセスメント記録

◇　ケース記録等

サービスの提供の

記録

（第１８４条）

（第１９条を準用）

○　サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録

確認項目

就労移行支援
個別サービスの質に関する事項

○　訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を

　設けているか

○　訓練・作業室が、訓練又は作業に支障がない広さを有しているか

○　訓練・作業室に、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか

○　相談室に、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか

○　洗面所及び便所が、利用者の特性に応じたものとなっているか

○　相談室及び多目的室を兼用する場合、利用者の支援に支障がないか

○　設備は、原則として当該事業所の専用となっているか

○　設備を共用する場合、利用者の支援に支障がないか

設備

（第１７９条）

（第８１条を準用）

◇　平面図

◇　設備・備品等一覧

　　表

　【目視】
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○　管理者が、サービス管理責任者に当該サービス計画の作成業務を担当させてい

　るか

○　サービス管理責任者が、適切な方法によりアセスメントを行い、意思決定の支

　援に配慮しているか

○　意思決定に困難を抱える利用者について、意思及び選好並びに判断能力等を把

　握し、適切な支援を行っているか

○　アセスメントを利用者への面接により行い、趣旨を説明し理解を得ているか

○　アセスメント結果に基づき、当該サービス計画の原案を作成しているか

○　計画作成会議を開催し、利用者の意向を確認するとともに、原案について意見

　を求めているか

○　原案を利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ているか

○　計画を作成した際、利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しているか

○　計画作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも６か月に１回以上見直

　しを行っているか

○　モニタリングに当たり、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うととも

　に、定期的に面接し、その結果を記録しているか

○　計画変更時に、作成時と同様の手続を行っているか

就労移行支援計画

の作成等

（第１８４条）

（第５８条を準用）

◇　就労移行支援計画

◇　アセスメント記録

◇　モニタリング記録

◇　面接記録

◇　会議記録

◇　説明・同意・交付

　　記録

◇　計画変更記録等

○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

身体拘束等の禁止

（第１８４条）

（第３５条の２を準

用）

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に関す

　　る記録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための委員会

　　議事録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための指針

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類
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確認文書

管理者

（第１７７条）

（第５１条を準用）

○　専ら当該事業所の職務に従事する管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

受給資格の確認

（第１８４条）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

緊急時等の対応

（第１８４条）

（第２８条を準用）

○　利用者の病状の急変時等に、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　必要に応じてその他必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マニュ

　　アル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応記録

確認項目

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項

○　職業指導員及び生活支援員の総数が、常勤換算方法により利用者数に応じた基

　準（６分の１）を満たしているか

○　職業指導員及び生活支援員を、それぞれ１人以上配置しているか

○　就労支援員を、常勤換算方法により利用者数に応じた基準（１５分の１）で配

　置しているか

○　サービス管理責任者を、利用者数に応じて基準どおり配置しているか

○　職業指導員又は生活支援員のうち１人以上及びサービス管理責任者について、

　常勤要件を満たしているか

○　従業者の専従性、兼務の状況及び利用者数の算定が適切か

従業者の員数

（第１７５条）

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数（平均利

　　用人数）が分かる

　　書類（実績表等）

◇　利用者の支援に支

　　障がないことが分

　　かる書類

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　食事の提供に要する費用、日用品費その他日常生活において通常必要となるも

　のに係る費用に限り徴収しているか

○　食事の提供に要する費用については、厚生労働大臣の定める基準に従っている

　か

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　実費負担について、あらかじめ内容及び費用を説明し、同意を得ているか

利用者負担額等の

受領

（第１８４条）

（第１５９条を準

用）

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

　　同意書等

◇　費用内訳（食費、

　　日用品費等）が分

　　かる書類等
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情報の提供等

（第１８４条）

（第３７条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

業務継続計画の策

定等

（第１８４条）

（第３３条の２を準

用）

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

秘密保持等

（第１８４条）

（第３６条を準用）

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書

○　事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか（ただし、利用者の支

　援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない）

○　従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のため、方針の明確化等の必要な措置を講じているか

勤務体制の確保等

（第１８４条）

（第６８条を準用）

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類

○　利用定員を超えて指定療養介護を提供していないか

○　利用定員超過が、やむを得ない事情によるものであり、その内容及び対応経過

　が記録等で確認できるか

定員の遵守

（第１８４条）

（第６９条を準用）

◇　運営規程

◇　利用者名簿等
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○　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に

　関する具体的計画を定め、関係機関への通報及び連絡体制を整備し、これらを定

　期的に従業者に周知しているか

○　非常災害に備え、避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施しているか

○　前項の訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めている

　か

非常災害対策

（第１８４条）

（第７０条を準用）

◇　非常火災時対応マ

　　ニュアル（対応計

　　画）

◇　運営規程

◇　通報・連絡体制

◇　消防用設備点検の

　　記録

◇　避難訓練の記録

◇　消防署への届出

◇　地域住民が訓練に

　　参加していること

　　が分かる書類

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に、次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③営業日及び営業時間

　　④利用定員

　　⑤指定就労移行支援の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及び

　　　その額

　　⑥通常の事業の実施地域

　　⑦サービスの利用に当たっての留意事項

　　⑧緊急時等における対応方法

　　⑨非常災害対策

　　⑩事業の主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑪虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑫その他運営に関する重要事項

運営規程

（第１８４条）

（第８９条を準用）

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類

○　利用者の使用する設備、備品及び飲用に供する水の衛生管理並びに健康管理等

　に必要となる機械器具等の管理について、衛生的な管理を行い、又は衛生上必要

　な措置を講じるとともに、適正に管理しているか

○　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、次の措置を講じているか

　　① 委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底しているか

　　② 指針を整備しているか

　　③ 研修及び訓練を定期的に実施しているか

衛生管理等

（第１８４条）

（第９０条を準用）

◇　衛生管理に関する

　　書類

◇　委員会議事録

◇　感染症及び食中毒

　　の予防及びまん延

　　の防止のための指

　　針

◇　研修及び訓練を実

　　施したことが分か

　　る書類
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事故発生時の対応

（第１８４条）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第１８４条）

（第４０条の２を準

用）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　（苦情受付体制の記

　　載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第１８４条）

（第３９条を準用）
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確認文書

サービスの提供の

記録

（第１７３条の９）

（第１９条を準用）

○　サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録

確認項目

就労選択支援

個別サービスの質に関する事項

○　訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を

　設けているか

○　訓練・作業室が、訓練又は作業に支障がない広さを有しているか

○　訓練・作業室に、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか

○　相談室に、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか

○　洗面所及び便所が、利用者の特性に応じたものとなっているか

○　相談室及び多目的室を兼用する場合、利用者の支援に支障がないか

○　設備は、原則として当該事業所の専用となっているか

○　設備を共用する場合、利用者の支援に支障がないか

設備

（第１７３条の５）

（第８１条を準用）

◇　平面図

◇　設備・備品等一覧

　　表

　【目視】

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提　供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

内容及び手続の説

明及び同意

（第１７３条の９）

（第９条を準用）

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等

○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

身体拘束等の禁止

（第１７３条の９）

（第３５条の２を準

用）

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に関す

　　る記録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための委員会

　　議事録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための指針

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類
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確認文書

管理者

（第１７３条の４）

（第５１条を準用）

○　専ら当該事業所の職務に従事する管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

受給資格の確認

（第１７３条の４）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項

○　就労選択支援員を、事業所ごとに利用者数（前年度平均）に応じた基準

　（1/15）で配置しているか

○　就労選択支援員は、原則として専ら当該事業所の職務に従事しているか

○　兼務がある場合、利用者の支援に支障がないか

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　食事の提供に要する費用、日用品費その他日常生活において通常必要となるも

　のに係る費用に限り徴収しているか

○　食事の提供に要する費用については、厚生労働大臣の定める基準に従っている

　　か

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　実費負担について、あらかじめ内容及び費用を説明し、同意を得ているか

利用者負担額等の

受領

（第１７３条の４）

（第１５９条を準

用）

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

　　同意書等

◇　費用内訳（食費、

　　日用品費等）が

　　分かる書類等

確認項目

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　就労選択支援員養

　　成研修修了証その

　　他要件を満たす書

　　類

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数（前年度

　　平均）の算定資料

◇　利用者の支援に支

　　障がないことが分

　　かる書類

従業者の員数

（第１７３条の３）
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緊急時等の対応

（第１７３条の４）

（第２８条を準用）

○　利用者の病状の急変時等に、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　必要に応じてその他必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マニュ

　　アル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応記録

情報の提供等

（第１７３条の４）

（第３７条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

定員の遵守

（第１７３条の４）

（第６９条を準用）

○　利用定員を超えて指定療養介護を提供していないか

○　利用定員超過が、やむを得ない事情によるものであり、その内容及び対応経過

　が記録等で確認できるか

◇　運営規程

◇　利用者名簿等

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

業務継続計画の策

定等

（第１７３条の４）

（第３３条の２を準

用）

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

秘密保持等

（第１７３条の４）

（第３６条を準用）

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる

　　書類（就業規則

      等）

◇　個人情報同意書

○　事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか（ただし、利用者の支

　援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない）

○　従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のため、方針の明確化等の必要な措置を講じているか

勤務体制の確保等

（第１７３条の４）

（第６８条を準用）

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類
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◇　非常火災時対応マ

　　ニュアル（対応計

　　画）

◇　運営規程

◇　通報・連絡体制

◇　消防用設備点検の

　　記録

◇　避難訓練の記録

◇　消防署への届出

◇　地域住民が訓練に

　　参加していること

　　が分かる書類

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に、次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③営業日及び営業時間

　　④利用定員

　　⑤指定就労選択支援の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及び

　　　その額

　　⑥通常の事業の実施地域

　　⑦サービスの利用に当たっての留意事項

　　⑧緊急時等における対応方法

　　⑨非常災害対策

　　⑩事業の主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑪虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑫その他運営に関する重要事項

運営規程

（第１７３条の４）

（第８９条を準用）

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類

○　利用者の使用する設備、備品及び飲用に供する水の衛生管理並びに健康管理等

　に必要となる機械器具等の管理について、衛生的な管理を行い、又は衛生上必要

　な措置を講じるとともに、適正に管理しているか

○　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、次の措置を講じているか

　　① 委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底しているか

　　② 指針を整備しているか

　　③ 研修及び訓練を定期的に実施しているか

衛生管理等

（第１７３条の４）

（第９０条を準用）

◇　衛生管理に関する

　　書類

◇　委員会議事録

◇　感染症及び食中毒

　　の予防及びまん延

　　の防止のための指

　　針

◇　研修及び訓練を実

　　施したことが分か

　　る書類

○　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に

　関する具体的計画を定め、関係機関への通報及び連絡体制を整備し、これらを定

　期的に従業者に周知しているか

○　非常災害に備え、避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施しているか

○　前項の訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めている

　か

非常災害対策

（第１７３条の４）

（第７０条を準用）
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事故発生時の対応

（第１７３条の４）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第１７３条の４）

（第４０条の２を準

用）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第１７３条の４）

（第３９条を準用）

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　　（苦情受付体制の

　　　記載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録
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確認文書

心身の状況等の把

握

（第１９７条）

（第１６条を準用）

○　利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか

○　他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか

◇　アセスメント記録

◇　ケース記録等

サービスの提供の

記録

（第１９７条）

（第１９条を準用）

○　サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録

確認項目

就労継続支援Ａ型
個別サービスの質に関する事項

○　訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営上必要な設備を設

　け　ているか

○　訓練・作業室を設けていない場合は、指定就労継続支援Ａ型の提供に当たって

　支障がないか

○　訓練・作業室を設けている場合は、訓練又は作業に支障がない広さを有し、訓

　練又は作業に必要な機械器具等を備えているか

○　相談室は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか

○　洗面所及び便所は、利用者の特性に応じたものとなっているか

○　相談室、多目的室その他必要な設備を兼用する場合であっても、利用者への支

　援に支障がないか

○　設備は、原則として当該事業所の専用となっているか

○　共用する場合であっても、利用者への支援に支障がないか

設備

（第１８８条）

◇　平面図

◇　設備・備品等一覧

      表

　【目視】

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

内容及び手続の説

明及び同意

（第１９７条）

（第９条を準用）

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等
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○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に関す

　　る記録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための委員会

　　議事録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための指針

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

身体拘束等の禁止

（第１９７条）

（第３５条の２を準

用）

○　管理者が、サービス管理責任者に当該サービス計画の作成業務を担当させてい

　　るか

○　サービス管理責任者が、適切な方法によりアセスメントを行い、意思決定の支

　援に配慮しているか

○　意思決定に困難を抱える利用者について、意思及び選好並びに判断能力等を把

　握し、適切な支援を行っているか

○　アセスメントを利用者への面接により行い、趣旨を説明し理解を得ているか

○　アセスメント結果に基づき、当該サービス計画の原案を作成しているか

○　計画作成会議を開催し、利用者の意向を確認するとともに、原案について意見

　を求めているか

○　原案を利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ているか

○　計画を作成した際、利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しているか

○　計画作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも６か月に１回以上見直

　しを行っているか

○　モニタリングに当たり、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うととも

　に、定期的に面接し、その結果を記録しているか

○　計画変更時に、作成時と同様の手続を行っているか

就労継続支援Ａ型

計画の作成等

（第１９７条）

（第５８条を準用）

◇　就労継続支援Ａ型

　　計画

◇　アセスメント記録

◇　モニタリング記録

◇　面接記録

◇　会議記録

◇　説明・同意・交付

　　記録

◇　計画変更記録等
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確認文書

管理者

（第１８７条）

（第５１条を準用）

○　専ら当該事業所の職務に従事する管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイムカ

　　ード）

◇　勤務体制一覧表

緊急時等の対応

（第１９７条）

（第２８条を準用）

○　利用者の病状の急変時等に、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　必要に応じてその他必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マニュ

　　アル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応記録

○　職業指導員及び生活支援員の総数が、事業所ごとに利用者数（前年度平均）に

　応　　じた基準（常勤換算で１０分の１以上）を満たしているか

○　職業指導員及び生活支援員を、それぞれ１人以上配置しているか

○　サービス管理責任者が、利用者数の区分に応じた基準どおり配置されているか

○　職業指導員又は生活支援員のうち、１人以上を常勤で配置しているか

○　サービス管理責任者のうち、１人以上を常勤で配置しているか

○　従業者が、原則として専ら当該事業所の職務に従事しているか

○　兼務がある場合であっても、利用者の支援に支障がないか

○　利用者数（前年度平均。ただし新規の場合は推定数）の算定が適切に行われて

　いるか

従業者の員数

（第１８６条）

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数（平均利

　　用人数）が分かる

　　書類（実績表等）

◇　利用者の支援に支

　　障がないことが分

　　かる書類

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に、次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③営業日及び営業時間

　　④利用定員

　　⑤指定就労継続支援A型の内容（生産活動に係るものを除く。）並びに支給決

　　　定障害者から受領する費用の種類及びその額

　　⑥指定就労継続支援A型の内容（生産活動に係るものに限る。）、賃金及び工

　　　賃並びに利用者の労働時間及び作業時間

　　⑦通常の事業の実施地域

　　⑧サービスの利用に当たっての留意事項

　　⑨緊急時等における対応方法

　　⑩非常災害対策

　　⑪事業の主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑫虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑬その他運営に関する重要事項

運営規程

（第１９６条の２）

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
確認項目
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受給資格の確認

（第１９７条）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

情報の提供等

（第１９７条）

（第３７条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　（苦情受付体制の記

　　載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第１９７条）

（第３９条を準用）

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

業務継続計画の策

定等

（第１９７条）

（第３３条の２を準

用）

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

秘密保持等

（第１９７条）

（第３６条を準用）

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書
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事故発生時の対応

（第１９７条）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第１９７条）

（第４０条の２を準

用）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

定員の遵守

（第１９７条）

（第６９条を準用）

○　利用定員を超えて指定療養介護を提供していないか

○　利用定員超過が、やむを得ない事情によるものであり、その内容及び対応経過

　が記録等で確認できるか

◇　運営規程

◇　利用者名簿等

◇　非常火災時対応マ

　　ニュアル（対応計

　　画）

◇　運営規程

◇　通報・連絡体制

◇　消防用設備点検の

　　記録

◇　避難訓練の記録

◇　消防署への届出

◇　地域住民が訓練に

　　参加していること

　　が分かる書類

○　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に

　関する具体的計画を定め、関係機関への通報及び連絡体制を整備し、これらを定

　期的に従業者に周知しているか

○　非常災害に備え、避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施しているか

○　前項の訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めている

　か

非常災害対策

（第１９７条）

（第７０条を準用）

○　事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか（ただし、利用者の支

　援　に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない）

○　従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のため、方針の明確化等の必要な措置を講じているか

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類

勤務体制の確保等

（第１９７条）

（第６８条を準用）
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利用者負担額等の

受領

（第１９７条）

（第１５９条を準

用）

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　食事の提供に要する費用、日用品費その他日常生活において通常必要となるも

　のに係る費用に限り徴収しているか

○　食事の提供に要する費用については、厚生労働大臣の定める基準に従っている

　か

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　実費負担について、あらかじめ内容及び費用を説明し、同意を得ているか

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

　　同意書等

◇　費用内訳（食費、

　　日用品費等）が

　　分かる書類等

○　利用者の使用する設備、備品及び飲用に供する水の衛生管理並びに健康管理等

　に必要となる機械器具等の管理について、衛生的な管理を行い、又は衛生上必要

　な措置を講じるとともに、適正に管理しているか

○　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、次の措置を講じているか

　　① 委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底しているか

　　② 指針を整備しているか

　　③ 研修及び訓練を定期的に実施しているか

衛生管理等

（第１９７条）

（第９０条を準用）

◇　衛生管理に関する

　　書類

◇　委員会議事録

◇　感染症及び食中毒

　　の予防及びまん延

　　の防止のための指

　　針

◇　研修及び訓練を実

　　施したことが分か

　　る書類
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確認文書

心身の状況等の把

握

（第２０２条）

（第１６条を準用）

○　利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか

○　他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか

◇　アセスメント記録

◇　ケース記録等

サービスの提供の

記録

（第２０２条）

（第１９条を準用）

○　サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録

確認項目

就労継続支援Ｂ型
個別サービスの質に関する事項

○　訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営上必要な設備を設

　けているか

○　訓練・作業室を設けていない場合は、指定就労継続支援B型の提供に当たって

　支障がないか

○　訓練・作業室を設けている場合は、訓練又は作業に支障がない広さを有し、訓

　練又は作業に必要な機械器具等を備えているか

○　相談室は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか

○　洗面所及び便所は、利用者の特性に応じたものとなっているか

○　相談室、多目的室その他必要な設備を兼用する場合であっても、利用者への支

　援に支障がないか

○　設備は、原則として当該事業所の専用となっているか

○　共用する場合であっても、利用者への支援に支障がないか

設備

（第２００条）

（第１８８条準用）

◇　平面図

◇　設備・備品等一覧

　　表

　【目視】

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

内容及び手続の説

明及び同意

（第２０２条）

（第９条を準用）

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等
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就労継続支援Ｂ型

計画の作成等

（第２０２条）

（第５８条を準用）

◇　就労継続支援Ｂ型

　　計画

◇　アセスメント記録

◇　モニタリング記録

◇　面接記録

◇　会議記録

◇　説明・同意・交付

　　記録

◇　計画変更記録等

○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

身体拘束等の禁止

（第２０２条）

（第３５条の２を準

用）

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に関す

　　る記録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための委員会

　　議事録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための指針

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

○　管理者が、サービス管理責任者に当該サービス計画の作成業務を担当させてい

　るか

○　サービス管理責任者が、適切な方法によりアセスメントを行い、意思決定の支

　援に配慮しているか

○　意思決定に困難を抱える利用者について、意思及び選好並びに判断能力等を把

　握し、適切な支援を行っているか

○　アセスメントを利用者への面接により行い、趣旨を説明し理解を得ているか

○　アセスメント結果に基づき、当該サービス計画の原案を作成しているか

○　計画作成会議を開催し、利用者の意向を確認するとともに、原案について意見

　を求めているか

○　原案を利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ているか

○　計画を作成した際、利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しているか

○　計画作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも６か月に１回以上見直

　しを行っているか

○　モニタリングに当たり、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うととも

　に、定期的に面接し、その結果を記録しているか

○　計画変更時に、作成時と同様の手続行っているか
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確認文書

管理者

（第１９９条）

（第５１条を準用）

○　専ら当該事業所の職務に従事する管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

緊急時等の対応

（第２０２条）

（第２８条を準用）

○　利用者の病状の急変時等に、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　必要に応じてその他必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マニュ

　　アル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応記録

受給資格の確認

（第２０２条）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

業務継続計画の策

定等

（第２０２条）

（第３３条の２を準

用）

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

○　職業指導員及び生活支援員の総数が、事業所ごとに利用者数（前年度平均）に

　応じた基準を満たしているか（常勤換算方法による員数が確保されているか）

○　職業指導員及び生活支援員を、それぞれ１人以上配置しているか

○　サービス管理責任者が利用者数に応じて基準どおり配置されているか

○　職業指導員又は生活支援員のうち、１人以上を常勤で配置しているか

○　サービス管理責任者の常勤要件を満たしているか

○　従業者の専従性及び兼務の状況が基準に適合しているか

○　利用者数（前年度平均等）の算定が適切に行われているか

従業者の員数

（第１９９条）

（第１８６条を準

用）

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数（平均利

　　用人数）が分かる

　　書類（実績表等）

◇　利用者の支援に支

　　障がないことが分

　　かる書類

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
確認項目
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情報の提供等

（第２０２条）

（第３７条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

事故発生時の対応

（第２０２条）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュ

　　アル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第２０２条）

（第３９条を準用）

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　（苦情受付体制の記

　　載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュ

　　アル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

虐待の防止

（第２０２条）

（第４０条の２を

準用）

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

秘密保持等

（第２０２条）

（第３６条を準用）

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書
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定員の遵守

（第２０２条）

（第６９条を準用）

○　利用定員を超えて指定療養介護を提供していないか

○　利用定員超過が、やむを得ない事情によるものであり、その内容及び対応経過

　が記録等で確認できるか

◇　運営規程

◇　利用者名簿等

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に、次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③営業日及び営業時間

　　④利用定員

　　⑤指定就労継続支援B型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類

　　　及びその額

　　⑥通常の事業の実施地域

　　⑦サービスの利用に当たっての留意事項

　　⑧緊急時等における対応方法

　　⑨非常災害対策

　　⑩事業の主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑪虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑫その他運営に関する重要事項

運営規程

（第２０２条）

（第８９条を準用）

○　事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか（ただし、利用者の支

　援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない）

○　従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のため、方針の明確化等の必要な措置を講じているか

勤務体制の確保等

（第２０２条）

（第６８条を準用）

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類

○　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に

　関する具体的計画を定め、関係機関への通報及び連絡体制を整備し、これらを定

　期的に従業者に周知しているか

○　非常災害に備え、避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施しているか

○　前項の訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めている

　か

非常災害対策

（第２０２条）

（第７０条を準用）

◇　非常火災時対応マ

　　ニュアル（対応計

　　画）

◇　運営規程

◇　通報・連絡体制

◇　消防用設備点検の

　　記　　録

◇　避難訓練の記録

◇　消防署への届出

◇　地域住民が訓練に

　　参加していること

　　が分かる書類
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◇　衛生管理に関する

　　書類

◇　委員会議事録

◇　感染症及び食中毒

　　の予防及びまん延

　　の防止のための指

　　針

◇　研修及び訓練を実

　　施したことが分か

　　る書類

利用者負担額等の

受領

（第２０２条）

（第１５９条を準

用）

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　食事の提供に要する費用、日用品費その他日常生活において通常必要となるも

　のに係る費用に限り徴収しているか

○　食事の提供に要する費用については、厚生労働大臣の定める基準に従っている

　か

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　実費負担について、あらかじめ内容及び費用を説明し、同意を得ているか

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

　　同意書等

◇　費用内訳（食費、

　　日用品費等）が分

　　かる書類等

○　利用者の使用する設備、備品及び飲用に供する水の衛生管理並びに健康管理等

　に必要となる機械器具等の管理について、衛生的な管理を行い、又は衛生上必要

　な措置を講じるとともに、適正に管理しているか

○　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、次の措置を講じているか

　　① 委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底しているか

　　② 指針を整備しているか

　　③ 研修及び訓練を定期的に実施しているか

衛生管理等

（第２０２条）

（第９０条を準用）
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確認文書

内容及び手続の説

明及び同意

（第２０６条の１

２）

（第９条を準用）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等

心身の状況等の把

握

（第２０６条の１

２）

（第１６条を準用）

○　利用者の心身の状況及びその置かれている環境を把握しているか

○　他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握しているか

◇　アセスメント記録

◇　ケース記録等

サービスの提供の

記録

（第２０６条の１

２）

（第１９条を準用）

○　サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録

確認項目

就労定着支援
個別サービスの質に関する事項

○　事業を行うために必要な広さの区画を有しているか

○　指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等を備えているか

○　設備及び備品等を共用している場合であっても、利用者の支援に支障がないか

設備及び備品等

（第２０６条の５）

◇　平面図

◇　設備・備品等一覧

　　表

 【目視】
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就労定着支援計画

の作成等

（第２０６条の１

２）

（第５８条を準用）

○　管理者が、サービス管理責任者に当該サービス計画の作成業務を担当させてい

　るか

○　サービス管理責任者が、適切な方法によりアセスメントを行い、意思決定の支

　援に配慮しているか

○　意思決定に困難を抱える利用者について、意思及び選好並びに判断能力等を把

　握し、適切な支援を行っているか

○　アセスメントを利用者への面接により行い、趣旨を説明し理解を得ているか

○　アセスメント結果に基づき、当該サービス計画の原案を作成しているか

○　計画作成会議を開催し、利用者の意向を確認するとともに、原案について意見

　を求めているか

○　原案を利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ているか

○　計画を作成した際、利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しているか

○　計画作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも６か月に１回以上見直

　しを行っているか

○　モニタリングに当たり、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うととも

　に、定期的に面接し、その結果を記録しているか

○　計画変更時に、作成時と同様の手続を行っているか

◇　就労定着支援計画

◇　アセスメント記録

◇　モニタリング記録

◇　面接記録

◇　会議記録

◇　説明・同意・交付

　　記録

◇　計画変更記録等
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確認文書

管理者

（第２０６条の４）

（第５１条を準用）

○　専ら当該事業所の職務に従事する管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

受給資格の確認

（第２０６条の１

２）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
確認項目

○　就労定着支援員を、事業所ごとに利用者数（前年度平均）に応じ、常勤換算方

　法により基準（利用者数÷40）以上配置しているか

○　サービス管理責任者を、利用者数（前年度平均）に応じて基準どおり配置して

　いるか

○　サービス管理責任者のうち１人以上を常勤で配置しているか

○　就労定着支援員及びサービス管理責任者が、原則として専ら当該事業所の職務

　に従事しているか（兼務がある場合、利用者の支援に支障がないか）

○　利用者数（前年度平均等）の算定が適切に行われているか（新規指定時の推計

　を含む）

○　一体的に運営している場合、就労定着支援及び生活介護等の利用者数を合算し､

　員数を適切に算定しているか

従業者の員数

（第２０６条の３）

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数（平均利

　　用人数）が分かる

　　書類（実績表等）

◇　利用者の支援に支

　　障がないことが分

　　かる書類

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に、次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③営業日及び営業時ま

　　④指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに支給決定障害者から受領する費

　　　用の種類及びその額

　　⑤通常の事業の実施地域

　　⑥事業の主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑦虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑧その他運営に関する重要事項

運営規程

（第２０６条の１

０）
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○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

業務継続計画の策

定等

（第２０６条の１

２）

（第３３条の２を準

用）

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

○　従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか

○　事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めているか

○　感染症の予防及びまん延の防止のため、次の措置を講じているか

　　① 委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底しているか

　　② 指針を整備しているか

　　③ 研修及び訓練を定期的に実施しているか

衛生管理等

（第２０６条の１

２）

（第３４条を準用）

◇　衛生管理に関する

　　書類

◇　委員会議事録

◇　感染症及びまん延

　　の防止のための指

　　針

◇　研修及び訓練を実

　　施したことが分か

　　る書類

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　通常の事業の実施地域以外でサービスを提供する場合、交通費を徴収している

　か（利用者の選定による場合に限る）

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　交通費を徴収する場合、あらかじめサービス内容及び費用について説明し、同

　意を得ているか

利用者負担額等の

受領

（第２０６条の１

２）

（第２１条を準用）

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

　　同意書等

○　事業所ごとに従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか

○　従業者の資質向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じているか

勤務体制の確保等

（第２０６条の１

２）

（第３３条を準用）

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類
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情報の提供等

（第２０６条の１

２）

（第３７条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

事故発生時の対応

（第２０６条の１

２）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第２０６条の１

２）

（第４０条の２を準

用）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第２０６条の１

２）

（第３９条を準用）

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　　（苦情受付体制の

　　記載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

秘密保持等

（第２０６条の１

２）

（第３６条を準用）

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書
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確認文書

設備

（第２０６条の１

６）

（第２０６条の５を

準用）

○　事業を行うために必要な広さの区画を有しているか

○　指定自立生活援助の提供に必要な設備及び備品等を備えているか

○　設備及び備品等を共用している場合であっても、指定自立生活援助の提供に支

　障がないか

◇　平面図

◇　設備・備品等一覧

　　表

　【目視】

内容及び手続の説

明及び同意

（第２０６条の２

０）

（第９条を準用）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等

サービスの提供の

記録

（第２０６条の２

０）

（第１９条を準用）

○　サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　提供したことについて、支給決定障害者等から確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録

確認項目

自立生活援助
個別サービスの質に関する事項

○　管理者が、サービス管理責任者に当該サービス計画の作成業務を担当させてい

　るか

○　サービス管理責任者が、適切な方法によりアセスメントを行い、意思決定の支

　援に配慮しているか

○　意思決定に困難を抱える利用者について、意思及び選好並びに判断能力等を把

　握し、適切な支援を行っているか

○　アセスメントを利用者への面接により行い、趣旨を説明し理解を得ているか

○　アセスメント結果に基づき、当該サービス計画の原案を作成しているか

○　計画作成会議を開催し、利用者の意向を確認するとともに、原案について意見

　を求めているか

○　原案を利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ているか

○　計画を作成した際、利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しているか

○　計画作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも６か月に１回以上見直

　しを行っているか

○　モニタリングに当たり、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うととも

　に、定期的に面接し、その結果を記録しているか

○　計画変更時に、作成時と同様の手続を行っているか

自立生活援助計画

の作成等

（第２０６条の２

０）

（第５８条を準用）

◇　自立生活援助計画

◇　アセスメント記録

◇　モニタリング記録

◇　面接記録

◇　会議記録

◇　説明・同意・交付

　　記録

◇　計画変更記録等
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確認文書

管理者

（第２０６条の１

５）

（第５１条を準用）

○　専ら当該事業所の職務に従事する管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務を兼務している場合、当該事業所の管理上支障がない範囲で

　あるか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項

○　地域生活支援員を、事業所ごとに１人以上配置しているか

○　利用者数（前年度平均）に応じた標準（25人につき１人）を踏まえ、適切に配

　置しているか

○　サービス管理責任者を、利用者数（前年度平均）に応じて基準どおり配置して

　いるか

○　一体的に運営している場合、相談支援専門員をサービス管理責任者とみなす取

　扱いが基準に適合しているか

○　従業者が、原則として専ら当該事業所の職務に従事しているか（兼務がある場

　合、支援に支障がないか）

○　利用者数（前年度平均等）の算定が適切に行われているか（新規指定時の推計

　を含む）

従業者の員数

（第２０６条の１

４）

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数（平均利

　　用人数）が分かる

　　書類（実績表等）

◇　利用者の支援に支

　　障がないことが分

　　かる書類

◇　相談支援専門員で

　　あることが分かる

　　書類

◇　一体的運営の状況

　　が分かる書類

確認項目

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　通常の事業の実施地域以外でサービスを提供する場合、交通費を徴収している

　か（利用者の選定による場合に限る）

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　交通費を徴収する場合、あらかじめサービス内容及び費用について説明し、同

　意を得ているか

利用者負担額等の

受領

（第２０６条の２

０）

（第２１条を準用）

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

　　同意書等
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定員の遵守

（第２０６条の２

０）

（第６９条を準用）

○　利用定員を超えて指定療養介護を提供していないか

○　利用定員超過が、やむを得ない事情によるものであり、その内容及び対応経過

　が記録等で確認できるか

◇　運営規程

◇　利用者名簿等

◇　非常火災時対応マ

　　ニュアル（対応計

　　画）

◇　運営規程

◇　通報・連絡体制

◇　消防用設備点検の

　　記録

◇　避難訓練の記録

◇　消防署への届出

◇　地域住民が訓練に

　　参加していること

　　が分かる書類

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に、次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③営業日及び営業時間

　　④指定自立生活援助の提供方法及び内容並びに支給決定障害者から受領する費

　　　用の種類及びその額

　　⑤通常の事業の実施地域

　　⑥事業の主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑦虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑧その他運営に関する重要事項

運営規程

（第２０６条の２

０）

（第２０６条の１０

を準用）

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類

○　事業所ごとに従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか

○　従業者の資質向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じているか

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類

勤務体制の確保等

（第２０６条の２

０）

（第３３条を準用）

○　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に

　関する具体的計画を定め、関係機関への通報及び連絡体制を整備し、これらを定

　期的に従業者に周知しているか

○　非常災害に備え、避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施しているか

○　前項の訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めている

　か

非常災害対策

（第２０６条の２

０）

（第７０条を準用）
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受給資格の確認

（第２０６条の２

０）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

業務継続計画の策

定等

（第２０６条の２

０）

（第３３条の２を準

用）

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

情報の提供等

（第２０６条の２

０）

（第３７条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

秘密保持等

（第２０６条の１

２）

（第３６条を準用）

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書

衛生管理等

（第２０６条の２

０）

（第３４条を準用）

○　従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか

○　事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めているか

○　感染症の予防及びまん延の防止のため、次の措置を講じているか

　　① 委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底しているか

　　② 指針を整備しているか

　　③ 研修及び訓練を定期的に実施しているか

◇　衛生管理に関する

　　書類

◇　委員会議事録

◇　感染症及びまん延

　　の防止のための指

　　針

◇　研修及び訓練を実

　　施したことが分か

　　る書類
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虐待の防止

（第２０６条の２

０）

（第４０条の２を準

用）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

事故発生時の対応

（第２０６条の２

０）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第２０６条の２

０）

（第３９条を準用）

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　（苦情受付体制の記

　　載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録
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確認文書

サービスの提供の

記録

（第２１３条）

（第５３条の２を準

用）

○　サービスを提供した際、提供日、内容その他必要な事項を記録しているか

○　前項の規定による記録に際し、支給決定障害者等からサービスを提供したこと

　について確認を受けているか

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録

確認項目

共同生活援助
個別サービスの質に関する事項

○　共同生活住居は、住宅地等にあり、入所施設又は病院の敷地外に設けているか

○　共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じたものとなってい

　るか

○　共同生活住居（サテライト型住居を除く）を１以上設けているか

○　共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は４人以上となっている

　か

○　共同生活住居は、１以上のユニットを有し、日常生活に必要な設備を設けてい

　るか

○　ユニットに居室及び交流できる設備を設けているか

○　居室は１人（必要時２人以下）とし、面積は７．４３㎡以上となっているか

○　共同生活住居及びユニットの入居定員は２人以上１０人以下となっているか

　（既存建物は２０人（特例３０人）以下）

○　サテライト型住居を設置している場合、定員（１人）、設備及び居室面

　（７．４３㎡以上）の基準を満たしているか

設備

（第２１０条）

◇　平面図

◇　設備・備品等一覧

　　表

◇　居室面積・定員が

　　分かる書類

◇　既存建物であるこ

　　とが分かる書類

　（該当時）

【目視】

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等

内容及び手続の説

明及び同意

（第２１３条）

（第９条を準用）

○　共同生活住居への入居を必要とする利用者（入院治療を要する者を除く。）に

　対して提供しているか

○　利用申込者の入居に際し、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努め

　ているか

○　利用者の退居の際、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の

　継続性に配慮し、退居に必要な援助を行い、又はこれに併せて居宅における自立

　した日常生活への移行後の定着に必要な援助を行っているか

○　利用者の退居に際し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉

　サービスを提供する者との密接な連携に努めているか

入退去

（第２１０条の２）

◇　利用者名簿

◇　アセスメント記録

◇　ケース記録

◇　退居時の支援記録

◇　関係機関との連携

　　記録
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○　管理者が、サービス管理責任者に当該サービス計画の作成業務を担当させてい

　るか

○　サービス管理責任者が、適切な方法によりアセスメントを行い、意思決定の支

　援に配慮しているか

○　意思決定に困難を抱える利用者について、意思及び選好並びに判断能力等を把

　握し、適切な支援を行っているか

○　アセスメントを利用者への面接により行い、趣旨を説明し理解を得ているか

○　アセスメント結果に基づき、当該サービス計画の原案を作成しているか

○　計画作成会議を開催し、利用者の意向を確認するとともに、原案について意見

　を求めているか

○　原案を利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ているか

○　計画を作成した際、利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しているか

○　計画作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも６か月に１回以上見直

　しを行っているか

○　モニタリングに当たり、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うととも

　に、定期的に面接し、その結果を記録しているか

○　計画変更時に、作成時と同様の手続を行っているか

共同生活援助計画

の作成等

（第２１３条）

（第５８条を準用）

◇　共同生活援助計画

◇　アセスメント記録

◇　モニタリング記録

◇　面接記録

◇　会議記録

◇　説明・同意・交付

　　記録

◇　計画変更記録等

身体拘束等の禁止

（第２１３条）

（第３５条の２を準

用）

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に関す

　　る記録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための委員会

　　議事録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための指針

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか
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確認文書

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
確認項目

○　世話人を、事業所ごとに利用者数（前年度平均）に応じた基準（1/6）で配置

　しているか

○　生活支援員の員数が、障害支援区分に応じた基準（区分3：1/9、区分4：1/6、

　区分5：1/4、区分6：1/2.5）に基づき適切に配置されているか

○　サービス管理責任者が利用者数に応じた基準（30人区分）で配置されているか

○　従業者の専従性及び兼務の状況が基準に適合しているか

○　利用者数（前年度平均等）の算定が適切に行われているか

従業者の員数

（第２０８条）

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数（平均利

　　用人数）が分かる

　　書類（実績表等）

◇　利用者の支援に支

　　障がないことが分

　　かる書類

○　事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務又は他の事業所、施設等の職務を兼務している場合、当該指

　定共同生活援助事業所の管理上支障がない範囲となっているか

○　管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有

　する者となっているか

管理者

（第２０９条）

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

◇　履歴書、研修修了

　　書等（知識及び経

　　験が分かる書類）

○　運営規程を定めているか

○　下記の事項を運営規程に定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③入居定員

　　④指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及

　　　びその額

　　⑤入居に当たっての留意事項

　　⑥緊急時等における対応方法

　　⑦非常災害対策

　　⑧事業の主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑨虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑩その他運営に関する重要事項

運営規程

（第２１１条の３）

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類
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定員の遵守

（２１２条の３）

○　共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させてい

　ないか

○　定員を超えて入居させている場合、災害、虐待その他のやむを得ない事情によ

　るものか

◇　運営規程

◇　利用者名簿等

受給資格の確認

（第２１３条）

（第１４条を準用）

○　受給者証により支給決定の有無を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

緊急時等の対応

（第２１３条）

（第２８条を準用）

○　利用者の病状の急変時等に、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　必要に応じてその他必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マニュ

　　アル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応記録

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　食材料費、家賃、光熱水費、日用品費その他日常生活において通常必要となる

　ものに係る費用に限り徴収しているか（家賃については、特定障害者特別給付費

　相当額を控除した額の範囲内となっているか）

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　実費負担について、あらかじめ内容及び費用を説明し、同意を得ているか

利用者負担額等の

受領

（第２１０条の４）

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

　　同意書等

◇　費用内訳（食材料

　　費、家賃、光熱水

　　費、日用品費等）

　　が分かる書類等

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

業務継続計画の策

定等

（第２１３条）

（第３３条の２を準

用）

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

○　事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか

○　勤務体制の整備に当たり、サービス提供の継続性に配慮しているか

○　当該事業所の従業者によってサービスを提供しているか（ただし、業務の管理

　及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない）

○　従業者の業務の全部又は一部を委託している場合、当該委託先の業務の実施状

　況について定期的に確認し、その結果等を記録しているか

○　従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のため、方針の明確化等の必要な措置を講じているか

勤務体制の確保等

（第２１２条）

◇　従業者の勤務表

◇　ケース記録

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　委託契約書

◇　業務報告書

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類
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情報の提供等

（第２１３条）

（第３７条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

事故発生時の対応

（第２１３条）

（第４０条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の事業者等に対して利用者又はその家族の情報を提供する場合、あらかじめ

　文書により同意を得ているか

秘密保持等

（第２１３条）

（第３６条を準用）

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第２１３条）

（第３９条を準用）

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　（苦情受付体制の記

　　載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

虐待の防止

（第２１３条）

（第４０条の２を準

用）

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類
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衛生管理等

（第２１３条）

（第９０条を準用）

○　利用者の使用する設備、備品及び飲用に供する水の衛生管理並びに健康管理等

　に必要となる機械器具等の管理について、衛生的な管理を行い、又は衛生上必要

　な措置を講じるとともに、適正に管理しているか

○　感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、次の措置を講じているか

　　① 委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底しているか

　　② 指針を整備しているか

　　③ 研修及び訓練を定期的に実施しているか

◇　衛生管理に関する

　　書類

◇　委員会議事録

◇　感染症及び食中毒

　　の予防及びまん延

　　の防止のための指

　　針

◇　研修及び訓練を実

　　施したことが分か

　　る書類

○　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に

　関する具体的計画を定め、関係機関への通報及び連絡体制を整備し、これらを定

　期的に従業者に周知しているか

○　非常災害に備え、避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施しているか

○　前項の訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めている

　か

非常災害対策

（第２１３条）

（第７０条を準用）

◇　非常火災時対応マ

　　ニュアル（対応計

　　画）

◇　運営規程

◇　通報・連絡体制

◇　消防用設備点検の

　　記録

◇　避難訓練の記録

◇　消防署への届出

◇　地域住民が訓練に

　　参加していること

　　が分かる書類
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確認文書確認項目

地域定着支援
個別サービスの質に関する事項

内容及び手続の説

明及び同意

（第４０条）

（第５条を準用）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等
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確認文書

管理者

（第４０条）

（第４条を準用）

○　事業所ごとに、専らその職務に従事する管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務又は他の事業所、施設等の職務を兼務している場合、当該事

　業所の管理上支障がない範囲となっているか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

受給資格の確認

（第４５条）

（第１０条を準用）

○　受給者証により、支給決定の有無を確認しているか

○　支給決定の有効期間を確認しているか

○　地域相談支援給付量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

確認項目

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項

従業者

（第４０条）

（第３条を準用）

○　指定地域定着支援事業所ごとに、専らその職務に従事する指定地域定着支援従

　事者を配置しているか

○　指定地域定着支援従事者のうち１人以上を相談支援専門員として配置している

　か

○　他の職務又は他事業所等と兼務する場合、指定地域定着支援の業務に支障がな

　い体制となっているか

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　研修修了書

◇　雇用契約書又は辞

　　令

◇　兼務先の勤務体制

　　資料（該当する場

　　合）

○　運営規程を定めているか

○　下記の事項を運営規程に定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③営業日及び営業時間

　　④指定地域定着支援の提供方法及び内容並びに地域相談支援給付決定障害者か

　　　ら受領する費用及びその額

　　⑤通常の事業の実施地域

　　⑥事業の主たる対象とする障害の種類　（定めた場合）

　　⑦虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑧その他運営に関する重要事項

運営規程

（第４５条）

（第２７条を準用）

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類
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情報の提供等

（第４５条）

（第３３条を準用）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

○　事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか

○　従業者によってサービスを提供しているか（ただし、当該サービスの性質上、

　委託等により実施することが認められている業務については、この限りでない）

○　業務の一部を他の事業者に行わせる場合には、当該事業者の業務の実施状況に

　ついて定期的に確認しているか

○　前項の確認結果等を記録しているか

○　従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のため、方針の明確化等の必要な措置を講じているか

勤務体制の確保等

（第４５条）

（第２８条を準用）

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

      書類

◇　委託契約書

◇　業務報告書

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

     関係書類

秘密保持等

（第４５条）

（第３２条を準用）

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　計画作成会議等において利用者又はその家族の個人情報を用いる場合、あらか

　じめ文書により同意を得ているか

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

業務継続計画の策

定等

（第４５条）

（第２８条の２を準

用）

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等
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事故発生時の対応

（第４５条）

（第３６条を準用）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第４５条）

（第３６条の２を準

用）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第４５条）

（第３５条を準用）

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　（苦情受付体制の記

　　載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録
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確認文書確認項目

地域移行支援
個別サービスの質に関する事項

内容及び手続の説

明及び同意

（第５条）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等
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確認文書

管理者

（第４条）

○　事業所ごとに、専らその職務に従事する管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務又は他の事業所、施設等の職務を兼務している場合、当該事

　業所の管理上支障がない範囲となっているか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

受給資格の確認

（第１０条）

○　受給者証により、支給決定の有無を確認しているか

○　支給決定の有効期間を確認しているか

○　地域相談支援給付量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

○　運営規程を定めているか

○　下記の事項を運営規程に定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③営業日及び営業時間

　　④指定地域移行支援の提供方法及び内容並びに地域相談支援給付決定障害者か

　　　ら受領する費用及びその額

　　⑤通常の事業の実施地域

　　⑥事業の主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑦虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑧その他運営に関する重要事項

運営規程

（第２７条）

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類

確認項目

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項

○　指定地域移行支援事業所ごとに、専らその職務に従事する指定地域移行支援従

　事者を配置しているか

○　指定地域移行支援従事者のうち１人以上を相談支援専門員として配置している

　か

○　他の職務又は他事業所等と兼務する場合、指定地域移行支援の業務に支障がな

　い体制となっているか

従業者

（第３条）

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　研修修了書

◇　雇用契約書又は辞

　　令

◇　兼務先の勤務体制

　　資料（該当する場

　　合）
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情報の提供等

（第３３条）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　計画作成会議等において利用者又はその家族の個人情報を用いる場合、あらか

　じめ文書により同意を得ているか

秘密保持等

（第３２条）

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書

勤務体制の確保等

（第２８条）

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　委託契約書

◇　業務報告書

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

業務継続計画の策

定等

（第２８条の２）

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

○　事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか

○　従業者によってサービスを提供しているか（ただし、当該サービスの性質上、

　委託等により実施することが認められている業務については、この限りでない）

○　業務の一部を他の事業者に行わせる場合には、当該事業者の業務の実施状況に

　ついて定期的に確認しているか

○　前項の確認結果等を記録しているか

○　従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のため、方針の明確化等の必要な措置を講じているか
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事故発生時の対応

（第３６条）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第３６条の２）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第３５条）

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　（苦情受付体制の記

　　載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録
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確認文書確認項目

計画相談支援
個別サービスの質に関する事項

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

内容及び手続の説

明及び同意

（第５条）

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等
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確認文書

管理者

（第４条）

○　事業所ごとに、専らその職務に従事する管理者を配置しているか

○　管理者が他の職務又は他の事業所、施設等の職務を兼務している場合、当該事

　業所の管理上支障がない範囲となっているか

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　勤務体制一覧表

受給資格の確認

（第９条）

○　受給者証等により、支給対象者であることを確認しているか

○　受給者証等により、主務省令で定める期間、支給決定の有無、有効期間及び支

　給量等を確認しているか

◇　受給者証又は地域

　　相談支援受給者証

◇　その写し等

確認項目

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項

○　指定特定相談支援事業所ごとに、相談支援専門員を配置しているか

○　原則として専ら当該事業所の職務に従事しているか（兼務がある場合、業務に

　支障がないか）

○　相談支援専門員の員数が、計画相談支援対象障害者等の数（障害児相談支援と

　一体的に運営している場合はその合計数）に基づき、35人又はその端数を増すご

　とに1人の標準を満たしているか

○　計画相談支援対象障害者等の数が、前６月の平均値（新規指定の場合は適切な

　推定数）により算定されているか

従業者

（第３条）

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイム

　　カード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　研修修了書

◇　計画相談支援対象

　　障害者等の数が分

　　かる書類

◇　雇用契約書又は辞

　　令

◇　直近６月分の利用

　　者数の推移が分か

　　る資料

◇　兼務先の勤務体制

　　資料（該当する場

　　合）

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に次の事項を定めているか

　　①事業の目的及び運営の方針

　　②従業者の職種、員数及び職務の内容

　　③営業日及び営業時間

　　④指定計画相談支援の提供方法及び内容並びに計画相談支援対象障害者等から

　　　受領する費用及びその額

　　⑤通常の事業の実施地域

　　⑥事業の主たる対象とする障害の種類（定めた場合）

　　⑦虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑧その他運営に関する重要事項

運営規程

（第１９条）

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類
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広告

（第２５条）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

○　事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか

○　当該事業所の相談支援専門員に指定計画相談支援の業務を担当させているか

　（ただし、相談支援専門員の補助の業務については、この限りでない）

○　相談支援専門員の資質の向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のため、方針の明確化等の必要な措置を講じているか

勤務体制の確保等

（第２０条）

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

業務継続計画の策

定等

（第２０条の２）

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　サービス担当者会議等において利用者又はその家族の個人情報を用いる場合、

　あらかじめ文書により同意を得ているか

秘密保持等

（第２４条）

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第２７条）

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　（苦情受付体制の記

　　載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録
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事故発生時の対応

（第２８条）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第２８条の２）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類
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確認文書

内容及び手続の説

明及び同意

（第７条）

○　利用申込者に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの

　種類ごとに、サービスの提供の開始について同意を得ているか

○　文書の交付及び説明に当たり、利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮を

　しているか

◇　重要事項説明書

◇　利用契約書

◇　説明・交付記録等

○　訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室、多目的室その他必

　要な設備を設けているか

○　訓練・作業室は、支障のない広さ及び必要な機械器具等を備えているか

○　居室は、定員４人以下、地階以外、面積（収納設備等を除き１人当たり９.９㎡

　以上）の基準を満たしているか

○　居室に、寝台等及びブザー等を備えているか

○　必要に応じて収納設備を備えているか

○　居室の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面しているか

○　食堂は、支障のない広さ及び必要な備品を備えているか

○　浴室、洗面所及び便所は、利用者の特性に応じたものとなっているか

○　洗面所及び便所は、居室のある階ごとに設けているか

○　相談室は、談話の漏えい防止構造となっているか

○　廊下幅は、１．５ｍ以上（中廊下１．８ｍ以上）となっているか

○　一部の幅の拡張等により円滑な往来に支障がないか

○　訓練・作業室は原則専用とし、共用時も支障がないか

○　相談室及び多目的室は、兼用時も支障がないか

設備

（第６条）

◇　平面図

◇　設備・備品等一覧

　　表

◇　居室面積・定員、

　　廊下幅等が分かる

　　書類

　【目視】

確認項目

障害者支援施設等
個別サービスの質に関する事項

○　施設障害福祉サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を、提供

　の都度記録しているか

○　施設障害福祉サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を記録し

　ているか

○　前二項の規定による記録に際し、施設障害福祉サービスの種類ごとに、支給決

　定障害者から施設障害福祉サービスを提供したことの確認を受けているか

サービスの提供の

記録

（第１７条）

◇　サービス提供記録

◇　利用者等の確認が

　　分かる記録
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○　サービス管理責任者に計画作成を担当させているか

○　アセスメントを行い、利用者に面接しているか

○　意思決定支援が必要な場合、利用者の意思、選好及び判断能力等を把握してい

　るか

○　地域移行等意向確認担当者が把握した地域生活への移行意向等を踏まえている

　か

○　計画原案を作成し、担当者会議等で利用者の意向等を確認し、意見を求めてい

　るか

○　計画を説明し、文書により同意を得ているか

○　計画を利用者及び指定計画相談支援を行う者に交付しているか

○　モニタリング及び見直しを定期的に行っているか（少なくとも６か月に１回以

　上。自立訓練（機能訓練・生活訓練）又は就労移行支援は少なくとも３か月に１

　回以上）

○　モニタリングに当たり、利用者及びその家族等と継続的に連絡し、定期的に面

　接しているか

○　モニタリング結果を記録しているか

○　計画変更時も同様の手続を行っているか

施設障害福祉サー

ビス計画の作成等

（第２３条）

◇　個別支援計画

◇　アセスメント・モ

　　ニタリング記録

◇　面接記録

◇　計画原案

◇　会議記録

◇　説明・同意・交付

　　記録

◇　関係機関との連携

　　記録

○　緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行っていないか

○　やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心

　身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか

○　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

　果を従業者に周知徹底しているか

○　身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか

○　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか

身体拘束等の禁止

（第４８条）

◇　個別支援計画

◇　身体拘束等に関す

　　る記録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための委員会

　　議事録

◇　身体拘束等の適正

　　化のための指針

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類
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確認文書

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項
確認項目

○　医師を必要数配置しているか

○　看護職員等及び生活支援員を、単位ごとに基準以上配置しているか

○　看護職員及び生活支援員を、それぞれ１人以上配置しているか

○　機能訓練を行う場合、必要な専門職又は機能訓練指導員を配置しているか

○　サービス管理責任者を基準どおり配置しているか

○　生活支援員及びサービス管理責任者に常勤者がいるか

○　単位ごとに一体的にサービスを提供しているか

○　利用者数を前年度平均等で算定しているか

従業者の員数

【生活介護】

（第４条）

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイムカ

　　ード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数（平均利

　　用人数）が分かる

　　書類（実績表等）

○ 　看護職員等及び生活支援員を、利用者数÷６以上配置しているか

○　看護職員、専門職及び生活支援員をそれぞれ配置しているか

○　サービス管理責任者を基準どおり配置しているか

○　訪問訓練を行う場合、生活支援員を追加配置しているか

○　専門職の確保が困難な場合、機能訓練指導員を配置しているか

○　看護職員、生活支援員及びサービス管理責任者に常勤者がいるか

○　利用者数を前年度平均等で算定しているか

○　職業指導員及び生活支援員を、利用者数÷６以上配置しているか

○　職業指導員及び生活支援員をそれぞれ配置しているか

○　就労支援員を、利用者数÷１５以上配置しているか

○　サービス管理責任者を基準どおり配置しているか

○　認定施設の場合、職員配置基準を満たしているか

○　職業指導員等及びサービス管理責任者に常勤者がいるか

○　利用者数を前年度平均等で算定しているか

従業者の員数

【就労移行支援】

（第４条）

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイムカ

　　ード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数（平均利

　　用人数）が分かる

　　書類（実績表等）

従業者の員数

【自立訓練（機能

訓練）】

（第４条）

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイムカ

　　ード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数（平均利

　　用人数）が分かる

　　書類（実績表等）

○　生活支援員を、利用者数÷６以上配置しているか

○　サービス管理責任者を基準どおり配置しているか

○　看護職員を配置する場合、生活支援員と合わせて基準を満たしているか

○　訪問訓練を行う場合、生活支援員を追加配置しているか

○　生活支援員及びサービス管理責任者に常勤者がいるか

○　利用者数を前年度平均等で算定しているか

従業者の員数

【自立訓練（生活

訓練）】

（第４条）

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイムカ

　　ード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数（平均利

　　用人数）が分かる

　　書類（実績表等）
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受給資格の確認

（第１２条）

○　受給者証により支給決定の有無及びサービスの種類を確認しているか

○　受給者証により支給決定の有効期間及び支給量等を確認しているか

◇　受給者証

◇　受給者証の写し等

緊急時等の対応

（第３７条）

○　現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに、利用者の病状の急変が

生

　　じた場合、速やかに医療機関への連絡を行っているか

○　その他必要な場合に、必要な措置を講じているか

◇　緊急時対応マニュ

　　アル

◇　ケース記録

◇　事故等の対応記録

○　職業指導員及び生活支援員を、利用者数÷１０以上配置しているか

○　職業指導員及び生活支援員をそれぞれ配置しているか

○　サービス管理責任者を基準どおり配置しているか

○　職業指導員等及びサービス管理責任者に常勤者がいるか

○　利用者数を前年度平均等で算定しているか

従業者の員数

【就労継続支援B

型】

（第４条）

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイムカ

　　ード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数（平均利

　　用人数）が分かる

　　書類（実績表等）

○　生活支援員を、単位ごとに基準どおり配置しているか

○　対象者限定の単位で宿直者を配置しているか

○　サービス管理責任者が昼間サービスと兼務しているか

○　単位ごとに一体的にサービスを提供しているか

○　利用者数を前年度平均等で算定しているか

従業者の員数

【施設入所支援】

（第４条）

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイムカ

　　ード）

◇　従業員の資格証

◇　勤務体制一覧表

◇　利用者数（平均利

　　用人数）が分かる

　　書類（実績表等）

○　利用者負担額を受領しているか

○　法定代理受領を行わない場合、費用基準額の全額を受領しているか

○　生活介護、自立訓練等又は施設入所支援の区分に応じ、食事の提供に要する費

　用、創作的活動に係る材料費、日用品費、光熱水費、居室費、被服費その他日常

　生活において通常必要となるものに係る費用のうち、当該サービスにおいて認め

　られている費用に限り徴収しているか

○　食事の提供に要する費用等（第３項各号に規定する費用）については、厚生労

　働大臣の定める基準に従っているか

○　費用の支払を受けた際に領収証を交付しているか

○　実費負担について、あらかじめ内容及び費用を説明し、同意を得ているか

◇　請求書

◇　領収書

◇　重要事項説明書、

　　同意書等

◇　費用内訳（食費、

　　光熱水費、居室

　　費、材料費、被服

　　費、日用品費等）

　　が分かる書類等

利用者負担額等の

受領

（第１９条）
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勤務体制の確保等

（第４２条）

○　施設障害福祉サービスの種類ごとに、従業者の勤務体制を定めているか

○　施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該施設の従業者によってサービスを提

　供しているか（ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、

　この限りでない）

○　従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しているか

○　ハラスメント防止のため、方針の明確化等の必要な措置を講じているか

◇　従業者の勤務表

◇　勤務形態一覧表

◇　雇用形態が分かる

　　書類

◇　研修計画

◇　研修実施記録

◇　ハラスメント防止

　　関係書類

○　運営規程を定めているか

○　運営規程に次の事項を定めているか

　　①指定障害者支援施設等の目的及び運営の方針

　　②提供する施設障害福祉サービスの種類

　　③従業者の職種、員数及び職務の内容

　　④昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間

　　⑤提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員

　　⑥提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定障害者から

　　　受領する費用の種類及びその額

　　⑦昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域

　　⑧サービスの利用に当たっての留意事項

　　⑨緊急時等における対応方法

　　⑩非常災害対策

　　⑪提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を

　　　定めた場合には当該障害の種類

　　⑫虐待の防止のための措置に関する事項

　　⑬その他運営に関する重要事項

運営規程

（第４１条）

◇　運営規程

◇　重要事項説明書

◇　事業所の掲示物

◇　従業者への周知状

　　況が分かる書類

○　専らその職務に従事する管理者を配置しているか

○　他の職務又は他の事業所、施設等の職務を兼務している場合は、当該指定障害

　者支援施設等の管理上支障がないか

○　管理者が、当該指定障害者支援施設等の従業者及び業務の管理その他の管理を

　一元的に行っているか

○　管理者が、従業者に対し、関係法令及び基準に基づき適切に業務を行うよう、

　必要な指示及び指導を行っているか

◇　勤務実績表

◇　出勤簿（タイムカ

　　ード）

◇　勤務体制一覧表

◇　管理者の勤務形態

　　が分かる書類

◇　業務管理及び指揮

　　命令の状況が分か

　　る書類（運営規

　　程、業務日誌等）

管理者による管理

等

（第４０条）
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○　設備、備品及び飲用水の衛生管理並びに健康管理等に必要となる機械器具等の

　管理について、衛生的な管理を行い、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、

　適正に管理しているか

○　感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のため、次の措置を講じているか

　　① 委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底しているか

　　② 指針を整備しているか

　　③ 研修及び訓練を定期的に実施しているか

衛生管理等

（第４５条）

◇　衛生管理に関する

　　書類

◇　委員会議事録

◇　感染症及び食中毒

　　の予防及びまん延

　　の防止のための指

　　針

◇　研修及び訓練を実

　　施したことが分か

　　る書類

定員の遵守

（第４３条）

○　施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員及び居室の定員を超えて施設障害

　福祉サービスを提供していないか

○　定員を超えて提供している場合、災害、虐待その他のやむを得ない事情による

　ものか

◇　運営規程

◇　利用者名簿等

○　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に

　関する具体的計画を定め、関係機関への通報及び連絡体制を整備し、これらを定

　期的に従業者に周知しているか

○　非常災害に備え、避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施しているか

○　前項の訓練の実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めている

　か

非常災害対策

（第４４条）

◇　非常火災時対応マ

　　ニュアル（対応計

　　画）

◇　運営規程

◇　通報・連絡体制

◇　消防用設備点検の

　　記録

◇　避難訓練の記録

◇　消防署への届出

◇　地域住民が訓練に

　　参加していること

　　が分かる書類

○　感染症及び非常災害に対応した業務継続計画（BCP）を策定し、当該計画に基

　づく必要な措置を講じているか

○　業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実

　施しているか

○　業務継続計画について定期的に見直しを行い、必要に応じて変更しているか

業務継続計画の策

定等

（第４２条の２）

◇　業務継続計画

◇　周知記録（配布記

　　録、説明記録等）

◇　研修・訓練記録

◇　見直し記録等
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情報の提供等

（第５０条）

○　事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか

○　広告をしている場合、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか

◇　パンフレット

◇　ホームページ等

事故発生時の対応

（第５４条）

○　事故発生時に都道府県、市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じているか

○　事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しているか

○　賠償すべき事故について、速やかに損害賠償を行っているか

◇　事故対応マニュア

　　ル

◇　事故対応記録

◇　再発防止の検討記

　　録

◇　損害賠償関係書類

虐待の防止

（第５４条の２）

○　虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底し

　ているか

○　従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか

○　虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置しているか

◇　委員会議事録

◇　研修を実施したこ

　　とが分かる書類

◇　担当者を配置して

　　いることが分かる

　　書類

○　苦情受付窓口の設置等、苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講

　じているか

○　苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録しているか

○　市町村が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　市町村から指導又は助言を受けた場合、これに従い必要な改善を行っているか

○　都道府県等が行う報告徴収・検査等及び苦情に係る調査に協力しているか

○　都道府県等又は市町村から求めがあった場合、改善内容を報告しているか

○　運営適正化委員会の調査又はあっせんにできる限り協力しているか

苦情解決

（第５２条）

◇　苦情受付簿

◇　重要事項説明書

　（苦情受付体制の記

　　載）

◇　契約書

◇　事業所の掲示物

◇　苦情対応記録

◇　苦情対応マニュア

　　ル

◇　指導・助言に対す

　　る改善・対応記録

◇　都道府県等又は市

　　町村への報告書

◇　運営適正化委員会

　　への対応記録

秘密保持等

（第４９条）

○　従業者及び管理者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

　ないか

○　従業者及び管理者であった者が退職後においても秘密を保持するための措置

　（誓約書の徴収、就業規則への規定等）を講じているか

○　他の障害福祉サービス事業者等に対して利用者又はその家族に関する情報を提

　供する場合、あらかじめ文書により同意を得ているか

◇　従業者及び管理者

　　の秘密保持誓約書

◇　その他必要な措置

　　を講じたことが分

　　かる書類（就業規

　　則等）

◇　個人情報同意書
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確認文書

第１

基本方針

○　指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認

　定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生

　活を営むために良質かつ適切な自立支援医療を行っているか

◇　適宜必要と認める

　　資料

自立支援医療機関
基本方針

確認項目
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確認文書

第３

人員体制、設備の

整備状況

＜１　病院又は診

療所＞

○　患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセ

　リングの実施等が行えるスタッフの体制整備がされているか

○　診断及び治療を行うに当たって、十分な医療スタッフ等の体制及び医療機器等

　の設備を有しており、適切な標榜科が示されているか

○　指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師が、次の要件を満たし

　ているか

　①当該指定自立支援医療機関における常勤の医師又は歯科医師であること

　②それぞれの医療の種類の専門科目につき、適切な医療機関における研究、

　　診療従事年数が、医籍又は歯科医籍登録後、通算して5年以上あること

　③その他、担当する医療の種類により別に定める要件を満たしているか

◇　適宜必要と認める

　　資料

第３

人員体制、設備の

整備状況

＜２　薬局＞

○　患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセ

　リングの実施等が行えるスタッフの体制整備がされているか

○　複数の医療機関からの処方せんを受け付けている保険薬局であり、かつ、十分

　な調剤実務経験のある管理薬剤師を有しているか

○　通路、待合室など、身体障害に配慮した設備構造等が確保されているか

◇　適宜必要と認める

　　資料

第２

療養担当規程の遵

守状況

○　受診者の診療を正当な事由がなく拒んでいないか

○　医療受給者証が有効であることを確認した上で診療しているか

○　具体的方針を変更しようとするときは、あらかじめ当該受給者証を交付した市

　町村と協議（受給者が、具体的方針の変更が必要な医師の意見書を添付の上、市

　町村長へ申請）し、市町村長の変更の承認を受けた具体的方針により診療してい

　るか（病院及び診療所）

○　受診者がやむを得ない事情がある場合、便宜な時間を定めて診療しているか

○　支給認定の有効期間の延長が必要と認めたとき、又は受診者に対し移送するこ

　とが必要であり、かつ、自ら行うことができないと認めたときは、速やかに、そ

　のものに対し必要な援助を与えているか（病院及び診療所）

○　指定自立支援医療を診療中の受診者又は受診者の保護者及び当該者に対し支給

　認定を行った市町村から、必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは､

　無償で交付しているか

○　受診者に関する診療録、調剤録、指定訪問看護又は指定居宅サービス等の提供

　に関する諸記録に、必要な事項を記載しているか

○　診療及び診療報酬の請求に関する帳簿等を完結の日から5年間保存しているか

○　受診者について次のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、受

　給者証を交付した市町村に通知しているか

　①受診者が正当な理由なく、診療に関する指示に従わないとき

　②受診者が詐欺その他不正な手段による診療を受け、又は受けようとしたとき

◇　適宜必要と認める

　　資料

育成医療・更生医療
確認項目
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第３

人員体制、設備の

整備状況

＜３　指定訪問看

護事業者又は指定

居宅サービス事業

者等＞

○　患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセ

　リングの実施等が行えるスタッフの体制整備がされているか

○　第2に基づき、適切な訪問看護等が行える事業所であるか

○　そのために、必要な職員を配置しているか

◇　適宜必要と認める

　　資料

第４

その他

○　自立支援医療費の請求は適正に行われているか

○　負担上限月額が設定されている受診者等について、適切に自己負担の徴収をし

　ているか

○　自己負担上限額管理票へ適切に記載をしているか

○　医療機関の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第61条で定める事

　項 に変更があったときの変更の届出は適正に行われているか

◇　適宜必要と認める

　　資料
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確認文書

第４

その他

○　自立支援医療費の請求は適正に行われているか

○　負担上限月額が設定されている受診者等について、適切に自己負担の徴収をし

　ているか

○　自己負担上限額管理票へ適切に記載をしているか

○　医療機関の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第61条で定める事

　項に変更があったときの変更の届出は適正に行われているか

◇　適宜必要と認める

　　資料

第３

人員体制、設備の

整備状況

＜２　薬局＞

○　患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセ

　リングの実施等が行えるスタッフの体制整備がされているか

○　複数の医療機関からの処方せんを受け付けている保険薬局であり、かつ、十分

　な調剤実務経験のある薬剤師を有しているか

◇　適宜必要と認める

　　資料

第３

人員体制、設備の

整備状況

＜３　指定訪問看

護事業者又は指定

居宅サービス事業

者等＞

○　患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセ

　リングの実施等が行えるスタッフの体制整備がされているか

○　第２に基づき、適切な訪問看護等が行える事業所であるか。また、そのために､

　　必要な職員を配置しているか

◇　適宜必要と認める

　　資料

第３

人員体制、設備の

整備状況

＜１　病院又は診

療所＞

○　患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセ

　リングの実施等が行えるスタッフの体制整備がされているか

○　診断及び治療を行うに当たって、十分な体制を有しており、適切な標榜科が示

　されているか

○　指定自立支援医療を主として担当する医師は、次の要件を満たしているか

　　①当該指定自立支援医療に勤務（非常勤を含む。）している医師であること

　　② 保険医療機関における精神医療についての診療従事年数が、医籍登録後通算

　　　して、3年以上あること

◇　適宜必要と認める

　　資料

精神通院医療
確認項目

第２

療養担当規程の遵

守状況

○　受診者の診療を正当な事由がなく拒んでいないか

○　医療受給者証が有効であることを確かめ診療しているか

○　受診者がやむを得ない事情がある場合、便宜な時間を定めて診療しているか

○　受診者に関する診療録、調剤録、指定訪問看護又は指定居宅サービス等の提供

　に関する諸記録に、必要な事項を記載しているか

○　診療及び診療報酬の請求に関する帳簿等を完結の日から5年間保存しているか

○　受診者について次のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、受

　給者証を交付した市町村に通知しているか

　①受診者が正当な理由なく、診療に関する指示に従わないとき

　②受診者が詐欺その他不正な手段による診療を受け、又は受けようとしたとき

◇　適宜必要と認める

　　資料
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